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1. 高等教育開発センターの目的と概要 

 

1.1 高等教育開発センターの目的 

 

 （１）観点ごとの分析 

 

１－１ センターの目的 

 

（観点に係る状況） 

佐賀大学高等教育開発センター（以下「センター」という）は、佐賀大学（以下「本学」という）の教育について調査・研究する

とともに、その成果を教育活動に適用し、本学の目的と使命を達成することを目的としている。また、センターの目的は、佐賀大学

高等教育開発センター規則中に定め、センターのホームページ（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）、

及びセンターが発行する大学教育年報（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）に記載することによって明示してい

る。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの目的を、ホームページ及び刊行物に記載することによって明示していることから、センターとして目的を明確に定め、

周知していると評価できる。 

 

1.2 高等教育開発センターの概要 

 

（観点に係る状況） 

平成15年に設立されたセンターは、教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門を擁し、以下の業務を担当した。 

教養教育部門： 

(1) 教養教育に関する調査研究及び成果の公表に関すること。 

(2) 教養教育科目の企画及び立案に関すること。 

(3) 教養教育実施システム改善案の策定に関すること。 

(4) その他教養教育の改善に必要な事項 

企画開発部門： 

(1) 教育資源に関する調査研究及び利用形態の開発に関すること。 

(2) 参加型、創造型及び地域文化資源利用型等の教育システムの開発に関すること。 

(3) その他大学教育に関する企画開発に必要な事項 

教育支援・教育評価部門： 

(1) 教育方法の調査及び分析に関すること。 

(2) ファカルティ・ディベロップメント（FD）の実施及びその成果を利用した教育支援に関すること。 

(3) 国内外の教育システムの調査研究と成果の利用に関すること。 

(4) 教育評価法の開発と適用に関すること。 

(5) その他大学教育に関する教育支援・教育評価に必要な事項 
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各部門の業務はホームページ（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）に記載し、大学教育年報

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）を全教員に配布することによって周知した。また、大学教育委員会及びセ

ンター運営委員会の委員を対象としてアンケートを実施し、センターの活動が実際に把握されているかどうかについて、調査を行っ

ている（資料A参照）。 

 

資料A 
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 センターの活動をご存知ですか。 

（出典 佐賀大学高等教育開発センター 自己点検評価アンケート） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの活動をホームページ及び刊行物を通して周知してきたが、活動への認識度はそれほど高くない。今後、センターの活動

記録をホームページから閲覧可能にするなど、広報の仕方を工夫する必要がある。 

 

1.3 中期計画等実施状況 

 

（観点に係る状況） 

高等教育開発センターが主担当になっている年度計画の進捗状況に示されている通り、平成16年度は教員養成改革に係る業務を核

として、文化教育学部と連携した活動に精力的に従事している（資料A参照）。また、平成17年度は教員養成改革に係る業務の比重

を小さくするかわり、地域貢献に係る業務の比重を大きくすることにより、多岐にわたる業務に取り組んでいる（資料B参照）。 
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資料A 
年度計画 

番号 
平成16 年度計画 進捗状況 

001-01-5180 

①本センターは、平成16年度より専任教官が配置されたこと
により、今年度当初において平成16～17年度における教育・
研究計画を策定した。それに従って、平成16年度の研究を行
うことによって、大学全体の教育の質の向上に貢献していく。

①教養教育部門はＦＤハンドブック作成、企画開発部門は教
員養成改革フォーラムの実施及び報告書の作成、教育支援・
教育評価部門は高度教員養成のためのコア・カリキュラムの
作成、教育実習改善調査報告書の作成を主業務として各部門
と連携及び共同により積極的に活動を行った。 

001-02-5180 

①「佐賀大学における新しい教員養成の構想と制度化に関す
る調査・研究」については、全国的な動態についての資料収
集・分析、シンポジウム開催、附属学校園調査を行う。「FD
ハンドブック作成を通じて培う進化型 FD プロジェクトの開
発」は、授業分析、授業改善に向けた教員アンケートの実施、
先導的大学の調査、ＦＤミーティングの開催、ＦＤハンドブ
ックの作成を行う。「実質的FD推進のための総合的な教育評
価システム構築プロジェクト」は、教員対象アンケート、学
生対象アンケートの二つを実施することにより、教授方法の
複眼的自己評価の把握を行う。 

①大学教育委員会教務専門委員会において学内開放科目開設
についての調査・検討、ＧＰＡの試行体制の検討、英語教育
充実のための作業部会の設置、Web による履修登録実施（平
成17年度より）、オンラインシラバス専門委員会においては
オンラインシラバス導入に係る準備作業及び現行シラバスの
整備充実等、ＦＤ専門委員会においてはＦＤ支援体制の構築、
学生による授業評価の実施及び報告書の作成、また、教養教
育運営機構教務委員会においては非常勤講師削減問題、リメ
ディアル教育の導入、各種教育委員会委員として、これらの
大学教育改革について調査研究を行った。 

038-01-5180 

①「佐賀大学における新しい教員養成の構想と制度化に関す
る調査・研究」については、全国的な動態についての資料収
集・分析、シンポジウム開催、附属学校園調査を行う。「FD
ハンドブック作成を通じて培う進化型 FD プロジェクトの開
発」は、授業分析、授業改善向けた教員アンケートの実施、
先導的大学の調査、ＦＤミーティングの開催、ＦＤハンドブ
ックの作成を行う。「実質的FD推進のための総合的な教育評
価システム構築プロジェクト」は、教員対象アンケート、学
生対象アンケートの二つを実施することにより、教授方法の
複眼的自己評価の把握を行う。 

①大学教育委員会と共催により、教職員及び学生も教育改善
に参画するＦＤ・ＳＤフォーラムを定期的に実施した。また、
学部主催のＦＤへ複数回講師として参加し、授業改善につい
て全学的な意見交換を行った。これらの成果について、ＦＤ
ハンドブック等の報告書の作成を行った。 

062-01-5180 

①「佐賀大学における新しい教員養成の構想と制度化に関す
る調査・研究」については、全国的な動態についての資料収
集・分析、シンポジウム開催、附属学校園調査を行う。「FD
ハンドブック作成を通じて培う進化型 FD プロジェクトの開
発」は、授業分析、授業改善向けた教員アンケートの実施、
先導的大学の調査、ＦＤミーティングの開催、ＦＤハンドブ
ックの作成を行う。「実質的FD推進のための総合的な教育評
価システム構築プロジェクト」は、教員対象アンケート、学
生対象アンケートの二つを実施することにより、教授方法の
複眼的自己評価の把握を行う。 

①センター定例研究会（週１回開催）において、先導的大学
等の教育資源に関する事例についての研究、文化教育学部と
連携して佐賀県教育委員会との連携・協力協定を締結した。
また、授業分析、授業改善に向けた教員対象アンケート、学
生対象アンケートの実施及び計画を行った。新たな教育資源
の開拓のため佐賀県又は佐賀大学同窓会による提供講座の導
入を教養教育運営機構と連携し行った。地域貢献推進室と連
携し、地域活性化等を積極的に推進するための「地域創成型
学生参画教育モデル」事業において次年度開講分に関して授
業企画の募集を行った。 

065-01-5180 

①「佐賀大学における新しい教員養成の構想と制度化に関す
る調査・研究」については、全国的な動態についての資料収
集・分析、シンポジウム開催、附属学校園調査を行う。「FD
ハンドブック作成を通じて培う進化型 FD プロジェクトの開
発」は、授業分析、授業改善向けた教員アンケートの実施、
先導的大学の調査、ＦＤミーティングの開催、ＦＤハンドブ
ックの作成を行う。「実質的FD推進のための総合的な教育評
価システム構築プロジェクト」は、教員対象アンケート、学
生対象アンケートの二つを実施することにより、教授方法の
複眼的自己評価の把握を行う。 

①ＦＤ活動のための先導的大学等への調査、各種シンポジウ
ム等への出席、各種アンケートの実施等を行った。また、大
学教育委員会との共催のFD・SDフォーラムにおいて、佐賀大
学生が授業改善案を提案する「授業改善学生会議」等の企画・
実施を行った。文化教育学部との共催の教員養成改革フォー
ラムにおいて、高度教員養成（専門職大学院構想）の可能性
を全国規模の大会で探求した。学務部との共催で、学生支援
を推進するための職員ＳＤ研修を行った。 

111-01-5180 
①高等教育開発センターにおいて、地域貢献推進室と共同し
てキャンパス外の学内教育研究施設との連携を推進するため
のコーディネート機能を果たす。 

①地域貢献推進室と連携して、大学教育のサテライトネット
ワーク構築のため、「地域創成型学生参画教育モデル」事業に
係る授業企画募集の企画を行った。 

111-02-5180 

①学内の教育研究施設と各センター間の連携を推進する。 ①文化教育学部附属教育実践総合センターと連携して
e-learning スタジオとネット授業等の促進について検討を
行った。また、地域貢献推進室と連携し、「地域創成型学生参
画教育モデル」事業の企画を通して全学的な教育連携の検討
を行った。 

197-01-5180 

①関係学部と連携し、教員養成再編に関する概算要求及び６
年課程カリキュラムを検討する。 

①概算要求に向けて、文化教育学部との共催による「教員養
成改革フォーラム」の企画、実施を行った。また、高度教員
養成のためのコア・カリキュラム（４＋２年課程）を文化教
育学部と連携し検討を行った。これらの成果についての報告
書の作成を行った。 

（出典 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書） 
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資料B 
年度計画 

番号 
平成17 年度計画 進捗状況 

001-05-5180 

①適宜、必要に応じて、運営補助機関を設け、目標・計画の
達成を円滑に進めていく。 
②関係学部等と調整を行い、平成18年度以降の組織体制を検
討する。 
③昨年度の実績と今後逐次業務の在り方を点検し、合理化・
省力化の検討、改善を目指す。 

①センター教員会議・センター定例研究会において、教育改
革発信の進展のため、必要に応じて、協力研究員等の制度を
導入することの検討を行った。 
②センター運営委員会、将来構想検討専門委員会の審議を経
て、関係学部等との調整を行い、平成18年度以降の組織体制
の充実を図った。 
③昨年度の活動の点検等を行い、各部門毎に合理化、省力化
について検討をし、活動を行った。 

038-01-5180 

①昨年に引き続き、年4回程度の全学的なFD・SDフォーラム
を企画、実施する。また、各学部におけるFD活動をサポート
し、大学全体の教育の質の向上に貢献する。 
②「進化型FDハンドブックの作成」については、「授業改善
学生会議」を基礎にして作成した平成16年度版を受けて、今
年度は教員から授業改善のためのアイディアを募り、FDハン
ドブックの作成を行う。 
③長期的継続調査活動として「カリキュラムに関する学生意
識調査」を実施し、カリキュラム開発等の一助となる基礎資
料を作成する。 

①大学教育委員会と共催で平成17年度第3回FD・SDフォー
ラムを開催した。 
②③授業分析、授業改善に向けた各種アンケートを実施した。

062-01-5180 

①新しく導入される「地域創成学生参画型教育プログラム」
を企図し、円滑に実施する。 
②教養教育運営機構や地域貢献推進室と連携し、佐賀県及び
佐賀大学同窓会からの2つの提供講座の円滑な運営をサポー
トする。 
③長期的継続調査活動として「カリキュラムに関する学生意
識調査」を実施し、カリキュラム開発等の一助となる基礎資
料を作成する。 

①地域創成型学生参画教育プログラムにおいて、関係部署等
と連携し、円滑な事業活動のための調整を行った。 
②佐賀県からの提供講座「映像形態論」、「映像芸術論」及び
佐賀大学同窓会からの提供講座「キャリアデザイン（自分発
見講座）」について、関係調整機関等と調整を行い、円滑に実
施された。 
③授業分析、授業改善に向けた学生アンケートを実施し、教
育成果等について分析を行った。 

065-01-5180 

①昨年に引き続き、年4回程度の全学的なFD・SDフォーラム
を企画、実施する。また、各学部におけるFD活動をサポート
し、大学全体の教育の質の向上に貢献する。 
②「進化型FDハンドブックの作成」については、「授業改善
学生会議」を基礎にして作成した平成16年度版を受けて、今
年度は教員から授業改善のためのアイディアを募り、FDハン
ドブックの作成を行う。 
③長期的継続調査活動として「カリキュラムに関する学生意
識調査」を実施し、カリキュラム開発等の一助となる基礎資
料を作成する。 

①平成17年度第3回FD・SDフォーラムを開催し、GPA導入
に関して全学的に活発な意見交換を行った。 
②教員から授業改善についてのアンケートを募り、その成果
の報告としてFDハンドブックを作成した。 
③授業分析、授業改善に向けた学生アンケートを実施し、教
育成果等について分析を行った。 

111-01-5180 

①新しく導入される「地域創成学生参画型教育プログラム」
を企図し、円滑に実施する。 
②e ラーニング・スタジオを連携して「佐賀学」などのコン
テンツ作成に協力し、ネット授業の更なる充実を図る。 

①地域創成型学生参画教育プログラムにおいて、関係部署等
と連携し、円滑な事業活動のための調整を行った。 
②eラーニング・スタジオと連携し、「佐賀学」等のコンテン
ツ作成を企画・立案し、「チャレンジ佐賀学」（教養教育）の
コンテンツを作成した。 

111-02-5180 
①e ラーニング・スタジオを連携して「佐賀学」などのコン
テンツ作成に協力し、ネット授業の更なる充実を図る。 

①eラーニング・スタジオと連携し、「佐賀学」等のコンテン
ツ作成を企画・立案し、「チャレンジ佐賀学」（教養教育）の
コンテンツを作成した。 

197-01-5180 

①「佐賀大学における高度教員養成カリキュラム導入に関す
る調査・研究」については、全国的な動態に関する資料収集・
分析、及び附属学校における試行的な教育実習の効果に関す
る検証を行う。 
②関係学部と連携し、高度教員養成に関するカリキュラム再
編の実現を検討する。 

①高度教育実習の試行について、関係部局及び附属学校と連
携し、教育成果等について協議を行った。 
②高度教員養成に関するカリキュラム再編の推進について関
係部局の教員養成検討WG等との協議を重ねた。 

221-01-5180 
①各教員は、研究者として、科研費、寄付金等の外部資金獲
得に努める。 

①教員養成 GPWG 等において、GP 獲得に向けての協議を重ね
た。 

225-01-5180 
①日々の業務において、省エネ・省資源の意識を更に徹底し
ていく。 

①空調の適温設定並びに不使用中の電源切断及び消灯の励
行、コピー・用紙代の抑制に努めた。 

233-01-5180 
①年度末には、本センターの調査・研究活動をセンター年報
として関係機関等に報告し、その他各種調査研究等の報告書
を随時発行し、評価の充実を図る。 

①調査・研究活動の成果としてセンター年報を発行した。 

234-01-5180 

①全学的なセンターであることを鑑み、本センターの役割の
周知及び大学教育の質的向上を不断にはかっていくために、
定期的なニュースレターを発行し、年1回のセンター年報を
発刊する予定である。 

①ニュースレター第7号（通巻）の発行を行った。 

（出典 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書） 
 

（分析結果とその根拠理由） 

 業務への関与が薄くなっているものもあるが、業務の内容が多岐にわたっていることを考慮すれば、センターは概ね精力的に活動

し、中期計画の達成に寄与していると評価できる。 

 6



2. 実施体制 

 

（１）観点ごとの分析 

 

２－１－⑦ センターの構成が教育研究の目的を達成する上で適切か。 

 

（観点に係る状況） 

センターに設置した 3 部門の内、教養教育部門及び教育支援・教育評価部門の専任講師が大学教育委員会の教務専門委員会、オン

ラインシラバス専門委員会、FD 専門委員会にオブザーバーとして参加し（資料A 参照）、教養教育部門の専任教員2 名については、

教養教育運営機構協議会に委員として参加することにより（資料 B 参照）、大学教育委員会及び教養教育運営機構との連携を図った

（資料C参照）。 

 

資料A 

  

（出典 平成16・17年度大学教育委員会名簿の該当箇所） 
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資料B 

 

（出典 平成16・17年度教養教育運営機構委員名簿の該当箇所） 
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資料C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 佐賀大学高等教育開発センター 大学教育年報123頁） 
 

（分析結果とその根拠理由） 

教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門に配置された専任教員数に比して、業務内容が広範囲に及んでいるため、

教育研究上の専門と対応させることは困難になっている。こうした困難は容易に解消できるものではないが、平成18年度からのセン

ターの専任教員を、部門の業務に関係のある実績を有する教員から選考した。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

教員養成改革の業務を中心として、多岐にわたる活動に精力的に取り組んでいる。 

 

（改善を要する点） 

大学教育委員会との連携は中期計画に定められている事項であるため、センターと大学教育委員会が連携して業務を遂行できるよ

う、連携体制を整備する余地がある。ただし、この問題については、すでに見直しを図っており、平成18年度から3部門の部門長が

大学教育委員会に委員として参加する体制に移行する。 
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3. 教員及び教育支援者 

 

（１）観点ごとの分析 

 

３－１－⑥ 大学の目的に応じて、教員組織の活動を活性化するための適切な処置 

 

（観点に係る状況） 

文化教育学部から2年任期の専任教員4名を選出し、各部門に2名ずつ配置した。また、学長裁量の教員運用仮定定員枠により専

任講師2名を公募し、教養教育部門、教育支援・教育評価部門に1名ずつ配置した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/staff.html参照）。 

外国人教員は配置していないが、男性6名、女性2名（専任助教授1名、専任講師1名）を選考し、女性教員の割合は国立大学協

会の提示する目標値が 20％であるのに対し、センターでは 25％となった。また、専任講師を採用するなどの措置により、教員の年

齢構成の歪みが緩和され、平均が約46歳となっている（資料A参照）。 

 

資料A 
センター長  ・・・・・・・・・・・・56歳 
副センター長 ・・・・・・・・・・・・46歳 
教養教育部門・部門長 ・・・・・・・・62歳 
教養教育部門・講師 ・・・・・・・・・31歳 
企画開発部門・部門長 ・・・・・・・・48歳 
企画開発部門・助教授 ・・・・・・・・47歳 
教育支援・教育評価部門・部門長 ・・・49歳 
教育支援・教育評価部門・講師 ・・・・32歳 

 

（分析結果とその根拠理由） 

専任教員を配置したことにより、既存の委員会体制に比して業務の遂行に伴われる負担が小さくなっている。ただし、2 年任期の

専任教員については出身学部の組織・運営に係る業務を部分的に免れているのみであり、2 年任期の専任教員が全学のセンターとし

ての活動に専従できる体制は確立されていない。 

外国人教員は配置していないが、当センターの業務内容に照らし合わせて、現在のところ外国人教員を配置する必要性はない。 

 

３－２－① 教員の採用基準や資格基準等が明確かつ適切に定められ、適切に運用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

センター長は学長指名により選考され、副センター長については佐賀大学高等教育開発センター副センター長選考規程に基づき選

考される（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoikufuku.pdf参照）。また、センター教員の選考基準、選考規程に基

づき、センター運営委員会の議を経て、2 年の任期付きの専任教員を選考し、文化教育学部から 4 名を採用した

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/staff.html参照）。また、学長裁量の教員運用仮定定員枠の専任講師 2 名の選考に際しては、公募書

類に研究活動の他、教育的活動、社会における活動、管理・運営に関する活動を記載することとした（資料A参照）。 
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資料A 
佐大教職 第１００５号 
平成１５年１２月１０日 

     関係機関の長 殿  
佐賀大学高等教育開発センター長 
         新 富 康 央 
            （公印省略） 

教員の公募について（依頼） 
 
 謹啓 時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、このたび本学高等教育開発センターでは、下記の要領で教員を公募することになりました。 
つきましては、貴機関関係各位に御周知方よろしくお願い申し上げます。 

  
記 

１．所    属   佐賀大学高等教育開発センター 
２．専門分野     高等教育分野 
３．担当部門及び人員 教養教育部門及び教育支援・教育評価部門 各１名 
４．採用職名     助教授又は講師 
５．主たる業務   ・教養教育部門 

（１）教養教育に関する調査研究及び成果の公表 
          （２）教養教育科目の企画及び立案 
          （３）教養教育実施システム改善案の策定 
          （４）その他教養教育の改善に関する諸業務 
          （５）教養教育科目の講義担当 
          ・教育支援・教育評価部門 

（１）教育方法の調査及び分析 
          （２）ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の実施及びその 
             成果を利用した教育支援 
          （３）国内外の教育システムの調査研究と成果の利用 
          （４）教育評価法の開発と適用 
          （５）その他大学教育に関する教育支援・教育評価に関する諸業務 
          （６）教養教育科目の講義担当 
６．応募資格    （１）博士若しくは修士の学位を有する者又は専門分野において 

優れた業績若しくは能力を有すると認められる者 
          （２）大学改革に意欲を有する者 
          （３）原則として４５歳以下の者が望ましい 
７．提出書類    （１）履歴書（写真貼付、学歴は高等学校卒業以上を記入） 
          （２）最終学校の卒業証明書又は修了証明書 
          （３）健康診断書（国公立の病院又は保健所発行のもの。） 
          （４）研究業績一覧表 
             １）著書 ２）学術論文 
             ３）参考論文 
             ４）学会講演・口頭発表 
          （５）教育等業績 
             １）加入学会、学会役員 
             ２）教育的活動 
             ３）社会における活動 
             ４）管理・運営に関する活動（委員会活動を含む。） 
          （６）上記一覧表に記載された業績のうち主要なもの２０点 
             以内（別刷、コピー可） 
          （７）研究業績の概要（１，０００字程度） 
          （８）着任後の研究計画等に関して記述をしたもの（２，０００字程度） 
           なお、応募書類は返却しませんので、予め御了承ください。 
８．応募期限     平成１６年１月３０日（金） [必着] 
９．採用予定日    平成１６年４月１日（木）以降 
10．応募書類の提出先 〒840-8502 佐賀市本庄町１番地 
           佐賀大学高等教育開発センター長 宛  
           （封筒の表に「高等教育開発センター○○部門教員応募書類」 

と朱書きし、書留郵便にて郵送してください。） 
11．問い合わせ先   佐賀大学学務部教務課（担当：塩塚） 

電 話 0952-28-8402 ＦＡＸ 0952-28-8170 
            Ｅmail shiotsuk@cc.saga-u.ac.jp 
12．その他      （１）結果は本人に通知します。 
           （２）書類選考の後、最終選考対象者に対して面接等を実施する 

              予定です。(その際の旅費は、自己負担とします。) 

（出典 センター専任講師公募書類） 
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なお、大学教育委員会及びセンター運営委員会の委員を対象としてアンケートを実施し、センターの教員構成が適切かどうかにつ

いて調査した（資料及び資料編のアンケート参照）。 

 

資料B 
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 センターの教員構成は、適切だと思いますか。 

（出典 佐賀大学高等教育開発センター 自己点検評価アンケート） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

年度計画に定められた教員養成改革の業務をセンターが担当することを考慮すれば、概ね妥当である。ただし、センター教員に占

める文化教育学部の教員の割合が高くなっており、アンケートの結果を参照しても、センターの教員構成を適切とする評価は少ない。

また、センターの教員を既存の学部から任期付きの選任教員として選考する場合、選考された専任教員が担当していた学部の授業を

学部の他の教員が代行しにくい事情から、学部から選考された専任教員は出身学部の授業担当を免れないなどの問題が発生している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

専任講師の採用、女性教員2名の配置により、年齢及び性別構成については全学的な教員構成の歪みの是正に寄与している。 

 

（改善を要する点） 

既存の学部から任期付き専任教員を選考する体制は、選考された教員及び選考された教員の出身学部に過大な負担を強いるもので

あるため、学部がセンターの業務に協力し、学部から選考された教員がセンターの業務に専従できる体制にはなっていない。かかる

問題を受け、平成18年度からセンターの部門に併任教員を配置できるよう、佐賀大学高等教育開発センター規則を改正した。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

 

文化教育学部から2年任期の専任教員4名を選考すると共に、学長裁量の教員運用仮定定員枠により専任講師2名を公募し、各部

門に2名ずつ専任教員を配置している。その際、男性6名、女性2名（専任助教授1名、専任講師1名）を選考したことにより、教

員の性別・年齢構成の歪みが緩和されている。 

ただし、アンケートの結果を参照すると、センターの教員構成を適切とする評価は少なくなっている。また、センターの教員を既

存の学部から任期付きの選任教員として選考する際、学部から選考された専任教員は出身学部の授業担当を免れないなど、業務の負

担をめぐる問題が発生しやすい状況にある。 
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4. 学生支援等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

４－１－② 学習相談、助言（例えば、オフィスアワーの設定等が考えられる。）が適切に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

専任教員 6 名はいずれもオフィスアワーを設定し、随時もしくは定期的に学部生・大学院生からの相談に応じ、卒業論文、修士論

文の作成、研究活動上の助言および助力を行った（資料A参照）。 

また、教員採用試験の受験希望者を対象とした、文化教育学部以外の学生も参加する教職セミナー等の講師を担当するなど、運営

に協力した（資料B参照）。 

 
資料A 

専任教員① 専任教員② 専任教員③ 専任教員④ 

前期：毎週木曜日4校時 

後期：毎週木曜日4校時 

事実上随時 

 

随時（事前の予約制） 

 

事実上随時 

 

（出典 高等教育開発センター教員活動実績報告書） 

資料B 
専任教員① 専任教員② 専任教員③ 専任教員④ 

データなし 

 

データなし 

 

平成17年6～7月 

（佐賀県教育委員会「学校組

織マネジメント研修」） 

担当なし 

 

（出典 高等教育開発センター教員活動実績報告書） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの教員は、文化教育学部から選考された教員の比重が高いため、オフィスアワーにおける助言および助力の対象が文化教

育学部もしくは教育学研究科に所属する学生に限られがちではあるものの、センターの教員はオフィスアワーを担当している。また、

主催が文化教育学部となってはいるが、文化教育学部以外の学生も参加する教職セミナー等の運営に協力する形で、全学の学生支援

に寄与している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

センター教員がオフィスアワーに協力することにより、学生支援に寄与する以外に、学生の修学状況等の情報を間接的に収集する

機会を確保している。 

 

（改善を要する点） 

教職セミナーについては、文化教育学部から選考したセンター教員の占める割合が大きかったために協力できたにすぎない。セン
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ターが担当すべき全学的な学生支援のあり方を見直す必要があるが、この問題に対処するため、平成18年度からセンターの3部門を

改組し、修学支援部門を設置する。 
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5. 施設・設備 

 

５－１－① 組織の運営にふさわしい施設・設備等が整備され、有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 専任教員6名のうち、新規に採用した2名については専用の研究室を整備した（資料Ａ参照）。またセンターは

調査研究に必要なビデオカメラ類、データの解析に必要な統計パッケージ類を備えている（資料Ｂ参照）。 

 

資料A                      資料Ｂ                            

 

（出典 高等教育開発センター配置図）       （出典 高等教育開発センター保有設備リスト） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 センターは、センター長室、会議スペース、事務スペースに区分されているが、それぞれ十分な広さが確保さ

れており、また隣室に新規採用教員の研究室が配置されているため相互連絡が取りやすい。なお小規模なセンタ

ーではあるが、調査研究に必要な設備等が十分に備えられている。 

 

 

５－１－③ 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、周知されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 施設・設備の運用方針は特に規定していない。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 センターの目的が、教育についての調査・研究であるため、運用する施設・設備というものが特に存在せず、

その規定がなくとも問題はなかったが、さらに効果的な研究支援のため、調査研究用の備品リスト等を整備し周

知する必要がある。 
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５－２－① 図書、学術雑誌その他必要な資料が系統的に整備され、有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 センターは、学外から寄贈された高等教育関係の報告書等を保管し、リスト化している（資料Ａ参照）。 

 

資料A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 高等教育開発センター寄贈図書一覧 ） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 学外から寄贈された高等教育関係の報告書等は、センター室に保管し、要請があれば教員に貸与しており、セ

ンターの研究調査に活用されている。さらなる有効利用のため保管リストの整備と周知が必要である。 
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6. 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 

（１）観点ごとの分析 

 

６－１－① 教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積しているか。 

 

（観点に係る状況） 

教員養成課程の改革の基礎資料とすることを目的として、高校生を対象としたアンケート調査（別添資料６－１－①－１参照）、お

よび文化教育学部学校教育課程の教育実習生を対象として、教育実習の前後にかけてアンケート調査を実施した

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

学生による授業評価のデータを独自に分析できるよう、これまでに集積したデータ・ファイルを再構成した（別添資料６－１－①

－２参照）。 

大学教育委員会教務専門委員会と連携して、成績評価のデータからGPA を算出し、GPA 試行データを作成した（別添資料６－１

－①－３参照）。 

広島大学高等教育研究開発センターと連携して、1 年生および 4 年生（医学部は 6 年生）を対象とした「大学生の教育・学習経験

に関する調査」をWeb上で実施し、計135名の回答を得た（別添資料６－１－①－４参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

精力的に調査活動を行い、多数のデータや資料を収集・蓄積していると評価できる。ただし、Web調査については有効サンプル数

が少なく調査対象を適切に代表していない可能性があること、趣旨の異なる調査を複数実施しているために教育の状況を体系的に示

すデータや資料になっていないことを考慮すれば、適切さの点でやや問題がある。 

 

６－１－② 学生の意見の聴取（例えば、授業評価、満足度評価、学習環境評価等が考えられる。）が行われており、

教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

大学教育委員会FD専門委員会と連携して、学生による授業評価のデータを時系列的に分析し、授業の充実性を規定する要因につい

て検討した（http://www.sc.admin.saga-u.ac.jp/hyoka.16.pdf参照）。その結果については、大学教育委員会FD専門委員会における学

生による授業評価の改訂案の作成に反映させると共に、九州地区大学一般教育研究協議会で報告した（資料A及び別添資料６－１－

①－２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html
http://www.sc.admin.saga-u.ac.jp/hyoka.16.pdf


 

資料A 
 
平成１７年度 第５回大学教育委員会ＦＤ専門委員会議事要旨(案) 
 
日時：平成１７年１２月１２日（月）１４：３０ ～ １６：００ 
場所：学務部会議室 
出席者：山下（文教）、猪飼（経済）、藤本（医）、外尾（理工）村山（高等）、長（農）、上瀧（教養）の各委員    
 
１．授業評価試行実施科目（演習、実験、実習及び実技科目）について     
 
 委員長から、資料１に基づき、試行を実施するに当たり、アンケート用紙について検討願いたい旨の発言があり、審議の
結果、村山委員（案）を採用することとなった。 
 また、教養教育科目では、試行を実施しないこととし、試行科目を決定していない部局においては、事務局宛、連絡願い
たい旨の発言があった。 
 最後に、アンケートの集計・分析等については、上瀧、村山の両委員に担当の要請（集計方法等については、別途考える。）
があり、審議の結果、了承された。 
 
 
平成１７年度 第２回大学教育委員会ＦＤ専門委員会議事要旨(案) 
 
日時：平成１７年８月５日（金）１４：３０～１６：０５ 
場所：学生支援室 
出席者：山下（文教）、猪飼（経済）、外尾（理工）、上瀧（教養）、村山（高等）の各委員 
   
２．「学生による授業評価」の実施に関する報告書アンケート項目等の見直しについて 
 
 委員長から、資料２に基づき、ワーディングの改訂、質問項目自体の改訂、省力化を主眼とした村山委員（案）をメール
で送信するので、各部局のＦＤ委員及び教務委員とも議論していただき、意見を集約したい旨の発言があり、審議の結果、
了承された。 
 なお、事務局から、各委員宛に議論していただく事項及び回答期限を記したメールを送付するので、折り返し各部局の意
見を回答していただきたい旨の発言があり、審議の結果、併せて了承された。 
 

（出典 大学教育委員会FD専門委員会議事録） 
 

（分析結果とその根拠理由） 

データを分析した結果については、大学教育委員会 FD 専門委員会の議論にフィードバックしたが、一部の教職員を除いて周知さ

れていない。こうしたことから、教育の状況を具体的に自己点検・評価するまでには至っていない。 

 

６－１－③ 学外関係者（例えば、卒業（修了）生、就職先等の関係者等が考えられる。）の意見が、教育の状況に関す

る自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

九州大学大学院教育組織社会学研究室および佐賀大学同窓会と連携して（別添資料６－１－③－１参照）、「卒業生のキャリアと大

学教育の評価に関する日欧調査」を実施し、文化教育学部の卒業生39名、経済学部の卒業生27名の回答に基づき、本学の教育に関

する意見を収集した（別添資料６－１－③－２参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

卒業生を対象に調査票を郵送・回収したが、データ集計の段階に止まっている。また、１）回収数が僅少である、２）調査対象が

文化教育学部と経済学部の卒業生に限定されている、３）教育の状況に関する質問項目が少ない、などの点を考慮すれば、教育の状

況を適切に自己点検・評価することは困難である。 

 

６－２－① ファカルティ・ディベロップメントについて、学生や教職員のニーズが反映されており、組織として適切な方

法で実施されていれるか。 
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（観点に係る状況） 

平成16年度は大学教育委員会との共催により、全学部の学生および大学院生を対象として授業改善案を募集し、5名の改善案を表

彰すると共に、その実現可能性等について教員を交えて議論した（別添資料６－２－①－１参照）。 

また、平成17年度には学生参画型の授業に焦点を当て、地域創成教育プログラムの受講者12名の参加のもと、授業改善学生会議

を実施した。会議の内容が学生の率直な意見を反映しているかどうかを確認するため、アンケートを実施した（別添資料６－２－①

－２参照）。 

授業改善学生会議により、学習環境の問題点および改善の方向性を学生の視点から抽出し、「持って来んしゃい授業改善案：授業改

善学生会議報告書」にまとめ、教職員を中心に広く配布して周知を図った（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

授業改善学生会議で授業改善案を表彰し、表彰しなかった授業改善案についても、冊子にまとめて教職員に配布するなど、学生の

意見をファカルティ・ディベロップメントに反映させている。教職員が同席する授業改善学生会議という方法で、どこまで学生が率

直にニーズを開陳できるかという課題が残されているが、概ね適切な方法で学生のニーズを反映しているものとして評価できる。 

 

６－２－② ファカルティ・ディベロップメントが、教育の質の向上や授業の改善に結びついているか。 

 

（観点に係る状況） 

大学教育委員会との共催によりFD・SDフォーラムを企画し、平成 16 年度は 4 回、平成 17 年度は 3 回開催した

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html参照）。また、大学教育委員会と連携して、本学が取り組んでいる

FDの改善効果を調べるため、教務関係委員を対象として、「教育改善の基本方針に関するアンケート」を実施し（別添資料６－２－

②－１参照）、その結果をまとめた「授業改善のアイデア」を発行した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの実施するファカルティ・ディベロップメント（FD）は、はじめから教育の質の向上や授業の改善に関心がある教員以外

は参加していないとする意見があるため、今後、フォーラムの有効性について調査してみる余地がある。また、「教育改善の基本方針

に関するアンケート」の回答を参照すると、教職員のニーズに見合った企画になっていないとする意見もあることから、センターの

実施するFDは、少なくとも現時点では教育の質の向上や授業の改善に結び付いていない可能性がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

FDに学生を動員することを目的とした授業改善会議を実施している点については、特色ある取り組みであると評価できる。 

 

（改善を要する点） 

FDを目的とした諸企画が実質的な成果を上げていない可能性がある。FDを効果的に推進するための調査や、全体設計の早急な見

直しを行う必要がある。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 
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高校生を対象としたアンケート調査、教育実習生を対象とした教育実習前後の追跡調査、学生を対象とした Web 調査など、精力的に

調査活動を行い、多数のデータや資料を収集・蓄積している。これらは教育の状況を体系的に示すデータや資料になっていない点に

やや問題があるものの、学生による授業評価のデータを時系列的に分析し、大学教育委員会における学生による授業評価の改訂案作

成に反映させている。 

また、授業改善学生会議で授業改善案を表彰し、表彰しなかった授業改善案についても、冊子にまとめて教職員に配布するなど、

学生の意見をファカルティ・ディベロップメント（FD）に反映させている。ただし、FDの一環として実施しているFD・SDフォー

ラムの有効性については不明な点があるため、今後、フォーラムの有効性を検証し、教職員のニーズに見合っており、かつ教育の質

の向上や授業の改善に結び付くような企画の在り方について検討してみる余地がある。 
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7. 管理運営  

 

（１）観点ごとの分析 

 

７－１－① 管理運営組織及び事務組織 

 

（観点に係る状況） 
センターは、センター長と副センター長（1名）の下に、各部門の部門長（3名）及び専任教員（3名）を配置し、その管理運営に

係る活動については、高等教育開発センター係の事務職員 1 名と事務補佐員 1 名が支援する体制をとっている（資料A参照）。また、

佐賀大学高等教育開発センター規則の第9条第2項に、センターに運営委員会（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/staff.html参照）を設

置し、管理運営に係る事項を審議することを定めている（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）。セン

ター長は教育研究評議会に評議員として出席し、教育研究評議会が決定する方針に従って、センターの業務を遂行している（２－１

－⑦の資料C参照）。 

センターに設置した、教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門は、連携・協力しながら、センターの業務に従事し

ている。さらに、大学教育委員会の教務専門委員会に 1 名、オンラインシラバス専門委員会に 1 名、FD 専門委員会に 1 名がオブザ

ーバーとして出席し（２－１－⑦資料 A 参照）、教養教育運営機構協議会に教養教育部門の専任教員が委員として出席している（２

－１－⑦資料B参照）。 

なお、センター将来構想検討委員会における検討結果に基づき、平成18年度からはセンターの3部門を、企画開発部門、修学支援

部門、教育支援部門に改組し、業務を見直すことを決めた（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/organization.html参照）。 

 

資料A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 佐賀大学高等教育開発センター 大学教育年報123頁） 
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資料A 

 

（出典 教育研究評議会名簿） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの管理運営体制は、専任教員数を考慮すれば適切になっていると判断できる。 

 

 

７－１－② 大学の目的を達成するために、効果的な意思決定が行える組織形態となっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 センター長は、佐賀大学高等教育開発センター規則の第 5 条に定めるように、学長の指名により選考される

（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）。また、センター運営委員会に学長が出席し、センターの将来

構想の在り方について自らの意向を示すなど、学長が意思決定に関与している（資料A参照）。 

センターの業務については、主としてセンター教員会議で審議し、必要に応じて定例研究会を開催している

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html参照）。ただし、センターの管理運営の基本方針に関する事項、セ
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ンターの人事に関する事項、その他センターの管理運営に関する重要事項は、センター運営委員会において審議している

（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）。 

 

資料A 

高等教育開発センター運営委員会（第２回）・議事要旨（抜粋） 

[日 時] 平成１８年１月１２日（木）9：00～10：20 

[場 所] 学生センター会議室 

[出席者] 新富、遠藤、梶間、上野、甲斐、佐長、村山、園田、平地、内川、丹羽、掛下、 

近藤、瀨口委員   

[欠席者] 正岡、大元、飯塚、酒見、富田、山本委員 

 

 学長から、議事に先立ち、高等教育開発センター規則の企画開発部門の業務内容について、ＧＰ、特

別教育研究経費（概算要求）等の獲得に向けて、先見性、独立性を持って活動する高等教育開発センタ

ーの特性に鑑みて、既定の概念に囚われない当世の情勢を反映した全く新しい教育を生み出すことが期

待できるような明確で力強い表現を加えてもらいたい、また、それをサポートするために、大学教育委

員会等の教育関係委員会委員をセンター併任教員とする、高等教育開発センター長を非役員の副学長（法

人組織）にする等の検討が必要であるであろうとの発言があった。 

（出典 佐賀大学高等教育開発センター運営委員会議事録） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センターの意思決定に学長の意向を反映しやすい体制になっている。ただし、センターの年度計画には担当理事が定められている

が、担当理事との連携を明らかにする体制は明文化していない。センターの 3 部門間の連携体制についても明文化された規程等はな

いが、センターの専任教員が少数であることを考慮すれば、概ね妥当であると評価できる。 

 

７－１－③ 学生、教員、事務職員等、その他学外関係者のニーズの把握、反映 

 

（観点に係る状況） 

 センターは学生定員がないこと、発足して間もないセンターであることから、管理運営に学生のニーズを反映させる取り組みは行

っていない。事務職員等、その他学外関係者のニーズについても把握できていない。ただし、教員のニーズについては、大学教育委

員会及びセンター運営委員会の委員を対象としたアンケートに、「今後、センターにどのような活動を期待しますか」を設け、ニーズ

を把握している（資料編のアンケート参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 学生や事務職員等、その他学外関係者のニーズは把握できていないが、(1)センターが発足して間もないこと、(2)教員を対象とした

アンケートによりニーズを把握していること、を考慮すれば、概ね妥当である。ただし、資料編のアンケートによって把握している

教員のセンターへのニーズについては、今後の管理運営に反映させていくことが課題として残っている。 
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７－１－⑤ 管理運営職員の研修等 

 

（観点に係る状況） 

 センターの管理運営職員として、センター長は他機関が開催する研修等に参加している（資料A参照）。また、平成17年2月には、

平成 17 年度第 4 回FD・SDフォーラムとして、学務部職員研修会を開催し、センターの専任教員がこれに参加している

（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html参照）。 

 

資料A 

高等教育開発センター長 研修受講状況一覧 

出 張 期 間 用 務 先 用   務 

Ｈ17/2/21～2/22 東京医科歯科大学 
平成１６年度大学マネージメントセミ

ナーⅡの参加 

Ｈ17/9/18～9/20 国連大学国際会議場 大学経営・政策国際セミナー参加 

Ｈ18/1/27～1/28 国立教育政策研究所 
公開研究会 大学における教育課

以前とセンターの組織のあり方 

Ｈ18/3/25～3/28 学術総合センター・京都大学 

ＩＤＥ高等教育研究フォーラム参加・

第１２回大学教育研究フォーラム参

加 
 

（出典 管理運営職員の研修受講状況一覧） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 管理運営のための研修体制は、センターとして組織化しているわけではない。小規模なセンターに適した管理運営の資質向上の在

り方を模索する余地はあるが、センターの研修等の活動状況は概ね妥当であると評価できる。 

 

 

 

７－２－① 管理運営の方針、諸規程整備、委員等の選考、構成員の責務権限の文書 

 

（観点に係る状況） 

管理運営の方針については、佐賀大学高等教育開発センター運営委員会を設置し、管理運営の基本方針に関する審議を行うことを、

佐賀大学高等教育開発センター規則に明記している（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）。また、セ

ンター規則の他、佐賀大学高等教育開発センター副センター長選考規程、佐賀大学高等教育開発センター教員専攻規程を制定してい

る（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/rules.html参照）。佐賀大学高等教育開発センター客員研究員受入内規及び構成員の責務権限につ

いては、具体的に定めていないが、現在検討中である（資料編の規程集参照）。なお、委員会の委員等の選考は、センター運営委員会

の議を経て行っている（資料A参照）。 
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資料A 
 

高等教育開発センター運営委員会（第１回）・議事要旨（案） 

 

[日 時] 平成16年4月20日（火）13：00～13：55 

[場 所] 学務部会議室 

[出席者] 新富、正岡、梶間、上野、甲斐、佐長、大元、園田、飯塚、平地、酒見、内川、清田（丹羽委員代理）、掛下、

近藤、瀨口、遠藤委員 

[欠席者] 村山、富田委員 

 

初めに、議事に先立ち、委員名簿の確認及び自己紹介が行われた。 

 

[議 題] 

１． 高等教育開発センター副センター長候補者の選考について 

委員長から資料１、２に基づき、現在空席の副センター長候補者として、理工学部 

遠藤隆教授を推薦したい（①本センター設置準備委員会及び運営委員会委員として係 

わり、一連の経緯を熟知していること②自然科学系（理系）のスタッフが欲しいこと 

③教養教育運営機構との連携が重要である等の理由による）との発言があり、審議の 

結果、遠藤隆教授を副センター長候補者とすることが承認された。 

  また、教養教育運営機構長に対し、遠藤委員の後任委員の選出を依頼することも併 

せて了承された。 

 

２． 高等教育開発センター部門長候補者の選考について 

 委員長から資料１に基づき、各部門の部門長候補者として、教養教育部門は正岡三 

一教授、企画開発部門は、上野景三教授、教育支援・教育評価部門は、佐長健司教授 

を選考したいとの提案があり、審議の結果、承認された。 

 

３．その他 

委員長から資料３により、本センターに係る中期目標・中期計画について、建物配 

置図により、センター施設（建物、室の配置等）の説明があった。 

次に、センター教員の各種委員会委員等についての報告があった。 

・教育研究評議会、・大学教育委員会（新富） 

   ・学長特別補佐（上野）、・大学評価委員会（村山） 

・教養教育運営機構協議会（正岡、梶間） 

・環境フォーラム推進委員会（甲斐、梶間） 

  また、センターの活動について、教員会議を月１回、連絡会及び共同研究日を週１ 

 回開催する、ニュースレターを月１回発行する、年報を発行する等の報告があった。 

 

次回の運営委員会開催日は改めて調整することとなった。 

（出典 高等教育開発センター運営委員会（第１回）・議事要旨） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

管理運営の方針及び構成員の責務権限は文書として明確に示していない。 

 

 

７－３－① 自己・点検評価体制 

 

（観点に係る状況） 

 本学が策定する年度計画の進捗状況を報告すると共に、年度計画毎に担当理事から達成度の評価を受けている

（http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/zentaitaisei.pdf及びhttp://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/nendotaisei.pdf参照）。また、

個人評価を目的として本学が平成 17 年に制定した、「国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」
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（http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/hyoujitsushi.htm）に準拠して、「佐賀大学高等教育開発センターにおける教員の個人評価

に関する実施基準（試行）」を作成し、専任教員の研究活動の点検・評価を実施している（資料A参照）。 

 

資料A 
 

佐賀大学高等教育開発センターにおける教員の個人評価に関する実施基準（試行） 
（趣旨） 

第 1 この実施基準は，国立大学法人佐賀大学（以下「本学」という。）における教員の個人評価に関する実施基準（平成
17 年 9 月 27 日制定。以下「個人評価実施基準」という。）第３に基づき，佐賀大学高等教育開発センター（以下「セン
ター」という。）における教員の個人評価の実施基準に関し，必要な事項を定める。 
（評価体制） 

第２ 本センターの個人評価の実施は，センター長及び副センター長が行う。 
２ 本センターが行う個人評価の対象は，本センターに所属する教授，助教授及び講師とする。 

（点検・評価項目及び評価基準等） 
第３ 点検・評価は，①教育，②研究，③国際交流・社会貢献，④組織運営及び⑤センターの業務の各領域ごとに，個人の
活動実績及び改善に向けた取組について行う。 

２ 各領域の点検・評価項目及び評価基準は，第４第２号に定める活動実績報告書によるものとする。  
３ 各教員は，各教員の個性を生かす評価を行うため，自己の職種，職務，能力，関心等を勘案して各評価領域における達
成目標を予め設定して申告する。 

４ 達成目標の設定は，別に定める「高等教育開発センターにおける個人達成目標及び活動の重み配分の指針」に基づき行
う。 
（評価の実施方法） 

第４ 個人評価の実施は，個人評価実施基準によるもののほか，次の各号により実施する。 
(1) 各教員は，毎年６月末までに個人目標申告書（別紙様式１）を作成し，センター長に提出する。 
(2) 各教員は，毎年４月末までに前年度の活動実績報告書・自己点検評価書（別紙様式２）を作成し，センター長に提出
する。 

(3) センター長及び副センター長は，各教員の個人目標申告書，活動実績報告書・自己点検評価書に基づいて，本学及び
本センターの目標達成に向けた活動という観点から審査し，これらを基に評価を行う。審査に当たり，センター長及び
副センター長は，審査の公正性を確保するため，必要に応じ，他の職員から意見を求めることができる。 

(4) 領域ごとの評価および総合評価は，記述式により行う。 
(5) センター長は，教員が提出した活動実績報告書・自己点検評価書を基に評価結果を記入した個人評価結果（別紙様式
３）を当該教員に封書で通知する。 

(6) 教員は，個人評価の結果に対して異議がある場合は，通知後３週間以内に異議申立書（様式任意）をセンター長に提
出することができる。その場合，センター長及び副センター長において当該教員からの意見を聴取する機会を設ける。

(7) センター長及び副センター長は，異議申立書を提出した教員から意見を聴取の上，必要と認められるときは，再審査・
評価を行う。再審査に際し，センター長及び副センター長は，先行する審査に際して意見を求めた職員以外に，更に必
要と認められる者から意見を求めなければならない。 

(8) 再審査・評価の結果は，センター長から当該教員に通知するものとする。 
(9) センター長は，個人評価結果の集計と総合的分析を行い，結果を学長に報告する。 
（評価結果の活用） 

第５ 評価結果の活用については，「国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」によるもののほか次の各号によ
るものとする。 
(1) 教員は，自己の活動状況を点検・評価し，自己の活動改善の資料とする。 
(2) センター長及び副センター長は，教員の活動状況を取りまとめ，評価し，センターの活動改善の資料とする。 
(3) センター長は，必要に応じ各教員に対し，活動の改善について適切な指導及び助言を行うことができる。 
（評価結果の公表等） 

第６ 個人評価結果は，本人以外には開示しない。 
２ センター長及び副センター長は，必要に応じ個人評価に関する資料を閲覧することができる。 
３ センター長及び副センター長は，正当な理由なく，職務上知り得た非公開の個人情報を漏らし 
  てはならない。 
 

附 則 
この実施基準は，平成１７年１２月２６日から施行する。 

 

（出典 佐賀大学高等教育開発センターにおける教員の個人評価に関する実施基準（試行） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 センターは、本学の大学評価体制に則って自己点検・評価を実施しているが、自己点検・評価の結果をセンターの管理運営にフ

ィードバックする体制を整備する余地がある。 

 

 

 27

http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/hyoujitsushi.htm


７－３－② 自己点検・評価の公開 

 

（観点に係る状況） 

 センターの教員個人評価（試行）の集計結果については、ホームページ上で公開・周知している

（http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/H16koutou.pdf参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 現在、平成16年度の試行分のみをホームページ上に公開・周知しており、平成17年度の実施分についても集計している。センタ

ーの専任教員が少数であることを考慮すれば、匿名性の確保という点では十全ではないが、公開状況は評価できるものになっている。 

 

７－３－④ 評価結果のフィードバック 

 

（観点に係る状況） 

 センターの年度計画の進捗状況は、Ⅰ～Ⅳの 4 段階の達成度評価を受けているが、センター教員にフィードバックはしていない。

一方、センターの教員個人評価（試行）の結果については、個別にではないが、ホームページ上で公開することにより、専任教員に

フィードバックしている（http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/H16koutou.pdf参照）。 

 

 
（分析結果とその根拠理由） 

 各種の評価結果をフィードバックする体制は、まだ完全に確立してはいないが、着実に実施している。 
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8. 研究活動 

 

8.1. 大学の目的に照らして，研究活動を実施するために必要な体制が適切に整備され，機能している

こと。 

 

８－１－１： 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本センターは研究に特化した組織ではないため、組織的に研究の実施体制を整備しているわけではないが、学務部教務課に高等教

育開発センター係を設置し、高等教育開発センターに配置された事務職員1名及び事務補佐員1名が、専任教員の研究活動を支援し

ている（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/staff.html参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 専任教員が6名にすぎない小規模なセンターであることを考慮すれば、事務職員及び事務補佐員を1 名ずつ配置している体制は、

十分な支援機能があると評価できる。 

 

８－１－２： 研究活動に関する施策が適切に定められ，実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

佐賀大学高等教育開発センター規則に、教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門の業務として調査研究の項目を設

けている（http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/center/kotokyoiku.pdf参照）。ただし、教養教育に関する調査研究については実施

していない。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 研究に特化していないセンターの、少数の専任教員が複数の調査研究を実施するのは無理がある。しかし、特定の部門の調査研究

が未着手に終わっているのは問題であり、部門体制を見直す余地がある。 

 

８－１－３： 研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証し，問題点等を改善するためのシステムが適切に

整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 個人評価を目的として本学が平成 17 年に制定した、「国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」

（http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/hyoujitsushi.htm）に準拠して、「佐賀大学高等教育開発センターにおける教員の個人評価

に関する実施基準（試行）」を作成し、専任教員の研究活動の点検・評価を実施している（７－３－１の資料A参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 センターが研究に特化した組織ではないことを考慮すれば、センターの研究活動の状況を把握し、問題点を改善する機会が十分に

設けられていると評価できる。 
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8.2. 大学の目的に照らして，研究活動が活発に行われており，研究の成果が上がっていること。 

 

８－２－１： 研究活動の実施状況（例えば，研究出版物，研究発表，特許，その他の成果物の公表状況，国内外の

大学・研究機関との共同研究，地域との連携状況，競争的研究資金への応募状況等が考えられる。）から見て，研究

活動が活発に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

センターの専任教員は、研究出版物の発行、学会・シンポジウム等における研究成果の公表、他大学・研究機関との共同研究に従

事している。また、科学研究費補助金の申請を積極的に行った（研究活動実績票別紙様式①－甲及び研究活動実績票別紙様式①－乙

参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 研究活動の内容とセンターの業務との接点をもう少し確保する余地はあるが、センターの専任教員数及びセンターが研究に特化し

た組織ではない点を考慮すれば、概ね活発な研究活動が行われている。 

 

８－２－２： 研究活動の成果の質を示す実績（例えば，外部評価，研究プロジェクト等の評価，受賞状況，競争的研

究資金の獲得状況等が考えられる｡）から見て，研究の質が確保されているか。 

 

（観点に係る状況） 

センターの専任教員は、旭化成から研究費を受給され、アクリルスポンジの開発に従事している。他にも、研究分担者として科学

研究費補助金（基盤A）に申請した「企業・卒業生による大学教育の成果の点検・評価に関する日欧比較研究」（代表：吉本圭一・九

州大学）が採択されている（研究活動実績票別紙様式②参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 研究資金の獲得状況から判断して、センターの専任教員による研究活動は一定の質を確保できている。 

 

８－２－３： 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等から見て，社会・

経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

センターの専任教員によって開発されたアクリルスポンジが、商品化されている。また、教育委員会等の参考資料にされるなど、

センターの専任教員による研究活動の成果が、社会・経済・文化の領域において利活用されている（研究活動実績票別紙様式③参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 センターの専任教員の研究活動は、社会・経済・文化の領域に寄与するものと判断できる。 

 

（２）目的の達成状況の判断 

 

 センターの業務と研究活動の内容が必ずしも一致していないという問題はあるものの、センターが研究に特化した組織ではないに

もかかわらず、センターの専任教員は一定の研究活動の成果をあげている。こうしたことから、センターの専任教員による研究活動
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の状況を総合的に評価して、「目的の達成状況が良好である」の段階にあると判断する。 

 

（３）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

 学務部教務課に高等教育開発センター係を設置し、事務職員1名及び事務補佐員1名をセンターに配置する体制は、センターが小

規模な組織であることを考慮すれば、研究活動を十分に支援するものである。こうした支援体制の成果として、センターの専任教員

は、研究出版物の発行、学会・シンポジウム等における研究成果の公表、他大学・研究機関との共同研究など、一定の質が確保され

た研究活動を積極的に行っている。 

また、「佐賀大学高等教育開発センターにおける教員の個人評価に関する実施基準（試行）」により、専任教員の研究活動を点検・

評価している点は、センターの研究活動の状況を把握し、問題点を改善する機会が設けられているものとして評価できる。 

 

（改善を要する点） 

佐賀大学高等教育開発センター規則に、教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門の業務として調査研究の項目を設

けているが、センターの専任教員による研究活動の内容と一致していない。この問題は選考された教員の自助努力だけで解消できる

ものではないため、センターの専任教員の専攻とセンターの業務ができるだけ一致するよう、選考の段階で配慮する必要がある。 

 

（４）選択的評価基準Ａの自己評価の概要 

 

 センターは研究に特化した組織ではないため、組織的に研究の実施体制を整備しているわけではないが、学務部教務課に高等教育

開発センター係を設置している。専任教員が 6 名にすぎない小規模センターながら、高等教育開発センター係の事務職員1名及び事

務補佐員1名が専任教員の研究活動を支援しており、十分な支援機能を果たしている。 

また、佐賀大学高等教育開発センター規則に、教養教育部門、企画開発部門、教育支援・教育評価部門の業務として調査研究の項

目を設け、センターの目的に対応した研究活動の活性化を促している。なお、研究活動の実績については、本学が制定する「国立大

学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」に準拠して、点検・評価を実施している。 

こうした体制下で、センターの専任教員は、研究出版物の発行、学会・シンポジウム等における研究成果の公表、他大学・研究機

関との共同研究に従事し、競争的資金を獲得している。また、研究成果が商品化されたり、教育委員会などの参考資料にされたりす

るなど、センターの専任教員は、一定の質を確保した研究活動に取り組んでいる。 

一方、センターの業務と研究活動の内容が必ずしも整合していないため、センターの業務負担が大きくなりやすいという問題を抱

えている。センターの専任教員の専攻とセンターの業務ができるだけ一致するよう、センターの教員選考の在り方を改善していく余

地が残されている。 
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9. 社会貢献 

 

（１）観点ごとの分析 

 

９－１ 大学の目的に照らして，正規課程の学生以外に対する教育サービスが適切に行われ，成果を上げているこ

と。 

 

９－１－１： 大学の教育サービスの目的に照らして，目的を達成するためにふさわしい，計画や具体的方針が定め

られているか。また，これらの目的と計画が周知されているか。 

 

（観点に係る状況） 

センター長および専任講師2名が地域創成教育プログラム推進委員会に参加し、中期計画111「5）地域性のある研究センター等の

学外施設を適宜配置し、インターネット、テレビ会議システム等により学内の教育研究施設と連携する。」の副担当部局として、平成

17 年度の年度計画 111-01-5180 に「①新しく導入される「地域創成学生参画型教育プログラム」を企図し、円滑に実施する。」と定

めた（１－３の資料B参照）。 

中期計画 197「2）6 年課程を含む新しい教員養成システムの創設を図る。」に対応する年度計画 065-01-5180 に「①「佐賀大学に

おける新しい教員養成の構想と制度化に関する調査・研究」については、全国的な動態についての資料収集・分析、シンポジウム開

催、附属学校園調査を行う。」と定め、教員養成改革フォーラムを計画し、地元の教育関係者をはじめ、広く周知した結果（別添資料

９－１－①－１参照）、県内33 人、県外 153 人、計186 人の参加者をえた（別添資料９－１－①－２参照）。また、フォーラムの概

要は教員養成改革フォーラム報告書にまとめ、教育関係者等に配布した（別添資料９－１－①－３参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

地域創成教育プログラムについては、平成16年度の計画になく、平成17年度に入って従事することになっている。また、地域創

成教育プログラムには正規課程の学生以外の教育サービスも含まれているが、プログラム全体を通してどのような教育サービスを地

域社会に提供するのかは、必ずしも明確化されていない。教員養成改革フォーラムについては、概ね計画や具体的方針が定められ、

広く周知した成果が表われている。 

 

９－１－２： 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

センター長および専任講師 2 名が地域創成教育プログラム推進委員会に参加し、地域創成教育プログラムの冊子及びシラバス様式

を作成した（別添資料９－１－②－１及び別添資料９－１－②－２参照）。平成 17 年度には活動実績等報告書の様式を作成し（別添

資料９－１－②－２）、実施したアンケート結果の分析を報告書にまとめた（別添資料９－１－②－３参照）。 

高校生を対象とするジョイントセミナーの講師として、センターの専任講師を、佐賀県立致遠館高等学校（平成 16 年 10 月）、福

岡県立山門高等学校（平成17年7月）、福岡県立北筑高等学校（平成17年9月）に派遣し、1～2コマずつ講義を行った（資料A参

照）。 
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資料A 
高 校 役 割 日 時 時 間 参加者数 

佐賀県立致遠館高等学校（佐賀市） 講 師 平成16年10月 90分 50人 

福岡県立北筑高等学校（北九州市） 講 師 平成16年09月 90分 45人 

福岡県立山門高等学校（福岡県山門郡） 講 師 平成17年07月 90分 84人 

（出典 高等教育開発センター教員活動実績報告書） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

地域創成教育プログラムの活動は、平成16年度の年度計画111-01-5180「①高等教育開発センターにおいて、地域貢献推進室と共

同してキャンパス外の学内教育研究施設との連携を推進するためのコーディネート機能を果たす。」、同 111-02-5180「①学内の教育

研究施設と各センター間の連携を推進する。」の達成に向けて取り組んでいる。ただし、ジョイントセミナーについては、社会貢献の

目的に即した活動として評価できるものの、センターとしての計画や具体的方針には定められていない。 

 

９－１－３： 活動の結果及び成果として，活動への参加者が十分に確保されているか。また，活動の実施担当者や

サービス享受者等の満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

地域創生教育プログラムの活動では、正規課程の学生以外のサービス享受者を特定化しにくいことから、サービス享受者の満足度

は把握できていないが、活動実績等報告書に地域社会に対する貢献の欄を設け、実施担当者の所見を収集している（資料 A 参照）。

ジョイントセミナーについては、1クラス当たり30～40人程度の参加者を得ている（９－１－②の資料A参照）。 

 

資料A 
代表的な例： 

①アマランサスのような省力栽培が可能で、景観作物としても有用な新しい作物の導入に対する住民の関心が得られた。②

廃校をゼミ合宿で利用させていただくなど、住民の理解と協力が得られた。③学生参画による地区住民との協働による棚田

の保全活動に確かな手応えを感じることができた。 

（出典 地域創成型学生参画教育モデル開発事業報告書99頁） 
 

（分析結果とその根拠理由） 

地域創成教育プログラムのサービス享受者の満足度等を把握するのは困難ではあるが、代表的なサービス享受者を抽出してインタ

ビューを実施すれば、もう少しサービス享受者の視点から満足度等を把握できる可能性がある。ジョイントセミナーについても、内

容に対する満足度、本学への入学動機の醸成という点から、活動の成果を見直す余地がある。 

 

９－１－４： 改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

地域創成教育プログラム推進委員会に参加し（別添資料９－１－④－１参照）、プログラムの成果を評価することを目的として、ア

ンケートの実施・分析を行った（別添資料９－１－②－３参照）。また、地域創成学生参画型教育プログラム学生会議を開催し、プロ

グラムに参加した学生の意見から、プログラムの問題点・改善点を抽出した（別添資料６－２－①－２参照）。 
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（分析結果とその根拠理由） 

平成17年度から実施されたプログラムであることもあり、教育プログラムの改善のための取り組みは実施しているものの、まだ十

分にシステム化されていない。今後、報告書に記載されたデータに基づき、地域創成教育プログラム推進委員会で改善の計画や具体

的方針を定める工程をうまく定着させることが課題となっている。 

 

（２）目的の達成状況の判断 

 

 地域創成教育プログラムを通した社会貢献の仕組みを整えつつあるが、実質的な目的の達成はこれからという段階にある。 

 

（３）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

 地域創成教育プログラムを通した多様な社会貢献活動は、企画において優れた点であると評価できる。 

 

（改善を要する点） 

 地域創成教育プログラムは企画において優れているが、目的が多義的であるため、全体計画や具体的な方針を策定しにくいという

短所がある。モデルとしての有効性を示すためには、カリキュラムの体系化を図る必要がある。 

 

（４）選択的評価基準Ｂの自己評価の概要 

 

センターでは、平成16年度の業務として教員養成の改革に取り組むこととなったため、教員養成改革フォーラムを開催し、報告書

を刊行することにより、地元の教育関係者をはじめとして、教員養成の問題を広く周知した。また、高校生を対象とするジョイント

セミナーの講師として、センターの専任講師2名を派遣し、1クラス当たり30～40人程度の参加者を得ている。さらに、地域創生教

育プログラムの活動では、プログラムの成果を評価することを目的として、アンケートの実施・分析を行い、地域創成学生参画型教

育プログラム学生会議によって、プログラムに参加した学生の意見に基づき、プログラムの問題点・改善点を抽出した。 

ただし、全体的にみて、センターの活動は社会貢献の仕組みを整えつつあるが、実質的な活動はこれからという段階にある。 
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10. 部門別活動 

 

10－1 教養教育部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

教養教育部門の専任教員2名は、教養教育運営機構協議会および教養教育運営機構教務委員会に出席した（２－１－⑦の資料B参

照）。 

第4回FD・SDフォーラムの授業改善学生会議から得られた知見をまとめ、「持って来んしゃい授業改善案：授業改善学生会議報告

書」を作成した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

大学教育年報を編集し、発行した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 教務関係委員を対象とした「教育改善の基本方針に関するアンケート」（別添資料６－２－②－１参照）の集計結果をまとめ、「授

業改善のアイデア」を発行した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教養教育に対象を限定した調査・企画がないため、センター規則に掲げられた教養教育部門の業務と、部門の活動内容が必ずしも

一致していないが、教養教育を含めた授業改善案を提示している。 

 

 

10－2 企画開発部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

 教員養成改革フォーラムの企画にあたって中心的な役割を担当し、教員養成改革フォーラム報告書にまとめた（別添資料９－１－

①－２及び別添資料９－１－①－３参照）。  

 平成17年度の「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成GP）に申請した（別添資料１０－２－１参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 部門の活動が教員養成を扱ったものに偏っているが、教員養成の企画・立案を行い、その結果 GP の申請に到達している点は評価

できる。 

 

 

10－3 教育評価・教育支援部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

 高度教員養成コア・カリキュラム（案）を作成し、教育実習の調査を実施すると同時に、実習の高度化を部分的に試行した（別添

資料１０－３－１参照）。 

FD・SDフォーラムの講師として、授業の構造を把握するための枠組みおよびカリキュラムの枠組みについて報告し、意見交換を

行った（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html参照）。 

文化教育学部および経済学部で開催されたFD講演会の講師として、授業改善のための事例報告を行った（別添資料１０－３－２参

照）。 
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大学教育委員会 FD 専門委員会と連携し、学生による授業評価データを分析可能なものに再構成すると共に、時系列的な分析を行っ

た（別添資料６－１－①－２参照）。 

広島大学高等教育研究開発センターと連携して、1 年生および 4 年生（医学部は 6 年生）を対象とした「大学生の教育・学習経験

に関する調査」をWeb上で実施し、計135名の回答を得た（別添資料６－２－②－１参照）。 

九州大学大学院教育組織社会学研究室および佐賀大学同窓会と連携して、「卒業生のキャリアと大学教育の評価に関する日欧調査」

を実施し、文化教育学部の卒業生39名、経済学部の卒業生27名の回答に基づき、本学の教育に関する意見を収集した（別添資料６

－１－③－１及び別添資料６－１－③－２参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センター規則に記載された教育支援・教育評価部門の業務の内、(1) 教育方法の調査及び分析に関すること、(3) 国内外の教育シス

テムの調査研究と成果の利用に関すること、の2点について取り組んでいる。ただし、(2) ファカルティ・ディベロップメント（FD）

の実施及びその成果を利用した教育支援に関すること、(4) 教育評価法の開発と適用に関すること、(5) その他大学教育に関する教育

支援・教育評価に必要な事項については、十分な取り組みができていない。 
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資料１ 高等教育開発センター 規程集 

 

佐賀大学高等教育開発センター規則（平成16 年 4 月 1 日制定） 

佐賀大学高等教育開発センター規則（平成18 年 1 月20 日改正） 

佐賀大学高等教育開発センター教員候補者選考内規（平成17 年 3 月18 日廃止） 

佐賀大学高等教育開発センター副センター長選考規程 

佐賀大学高等教育開発センター教員選考規程 

佐賀大学高等教育開発センター客員研究員受入内規 
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 佐賀大学高等教育開発センター規則 

（平成１６年４月１日制定） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人佐賀大学規則（平成１６年4月1日制定）第２２条第２項の規定に基づき，

佐賀大学高等教育開発センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

（目的） 

第２条 センターは，佐賀大学（以下「本学」という。）の大学教育について調査・研究するとともに，その成果

を実際の教育活動に適用し，本学の目的と使命を達成することを目的とする。 

 （部門及び業務） 

第３条 センターに，前条に掲げる目的を達成するため，教養教育部門，企画開発部門及び教育支援・教育評価

部門を置く。 

２ 教養教育部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 教養教育に関する調査研究及び成果の公表に関すること。 

 (2) 教養教育科目の企画及び立案に関すること。 

 (3) 教養教育実施システム改善案の策定に関すること。 

 (4) その他教養教育の改善に必要な事項 

３ 企画開発部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 教育資源に関する調査研究及び利用形態の開発に関すること。 

 (2) 参加型，創造型及び地域文化資源利用型等の教育システムの開発に関すること。 

 (3) その他大学教育に関する企画開発に必要な事項 

４ 教育支援・教育評価部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 教育方法の調査及び分析に関すること。 

 (2) ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の実施及びその成果を利用した教育支援に関すること。 

 (3) 国内外の教育システムの調査研究と成果の利用に関すること。 

 (4) 教育評価法の開発と適用に関すること。 

 (5) その他大学教育に関する教育支援・教育評価に必要な事項 

 （職員） 

第４条 センターに，次に掲げる職員を置く。 

 (1) センター長 

 (2) 副センター長 

 (3) 部門長 

(4) 専任の教員 

 (5) その他必要な職員 

 （センター長） 

第５条 センター長は，本学の教授のうちから学長が選考する。 

２ センター長は，センターの業務を掌理する。 

３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（副センター長） 
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第６条 副センター長は，本学の教員のうちから選考する。 

２ 副センター長は，センター長を助け，センターの業務を整理する。 

３ 副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （部門長） 

第７条 部門長は，センターの教員のうちから選考する。 

２ 部門長は，部門の業務を掌理する。 

３ 部門長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （副センター長等の選考） 

第８条 副センター長，部門長及び教員の選考は，次条に定める運営委員会の議を経て，学長が行う。 

 （運営委員会） 

第９条 センターに，佐賀大学高等教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項 

 (2) センターの人事に関する事項 

  (3) その他センターの管理運営に関する重要事項 

 （組織） 

第１０条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長及び副センター長 

 (2) センターの専任の教員 

 (3) 各学部及び教養教育運営機構から選出された教員 各２人 

２ 前項第３号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 第１項第３号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第１１条 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。 

 （議事） 

第１２条 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開き，議決することができない。 

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによ

る。ただし，教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については，出席した委員の３分の２以上の賛成を

必要とする。 

 （専門委員会） 

第１３条 運営委員会は，専門的事項を審議するために，必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

 （意見の聴取） 

第１４条 運営委員会は，必要に応じて，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第１５条 センター及び運営委員会の事務は，学務部教務課において処理する。 

 （雑則） 
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第１６条 この規則に定めるもののほか，運営委員会の議事の手続その他その運営に関し，必要な事項は，運営

委員会が別に定める。 

  

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則施行後，最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は，国立大学法人佐賀大学の初代部

局長等の選考に関する規則（平成１６年１月１６日制定）に基づき選出された候補者を第５条及び第８条の規

定により選考されたものとみなし，学長が行うものとする。 
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佐賀大学高等教育開発センター規則（注：平成18 年 1 月20 日改正分） 

（平成１６年４月１日制定） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人佐賀大学規則（平成１６年4月1日制定）第２２条第２項の規定に基づき，

佐賀大学高等教育開発センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

（目的） 

第２条 センターは，佐賀大学（以下「本学」という。）の大学教育について調査・研究するとともに，その成果

を実際の教育活動に適用し，本学の目的と使命を達成することを目的とする。 

 （部門及び業務） 

第３条 センターに，前条に掲げる目的を達成するため，企画開発部門，修学支援部門及び教育支援部門を置く。 

２ 企画開発部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 教養教育等の大学教育に関する調査研究及び成果の公表に関すること。 

 (2) 教育資源に関する調査研究及び利用形態の開発に関すること。 

 (3) 参加型，創造型及び地域文化資源利用型等の教育システムの支援と改善に関すること。 

 (4) その他大学教育に関する企画開発に必要な事項 

３ 修学支援部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 学生の修学を支援するシステムの調査研究に関すること。 

 (2) 学生の修学改善に関すること。 

 (3) 学生の修学指導方法の開発に関すること。 

 (4) その他大学教育に関する修学支援に必要な事項 

４ 教育支援部門は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）に関する研修会等の全学的な実施及びその成果を利用した教

育支援に関すること。 

 (2) 授業評価及び教育方法についての調査，分析による教育方法の改善に関すること。 

 (3) 教育評価法の開発と適用に関すること。 

 (4) その他大学教育に関する教育支援に必要な事項 

 （職員） 

第４条 センターに，次に掲げる職員を置く。 

 (1) センター長 

 (2) 副センター長 

 (3) 部門長 

 (4) 専任の教員 

 (5) その他必要な職員 

２ 前項各号に掲げる職員のほか，センターに，併任の教員を置くことができる。 

３ 併任の教員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

 （センター長） 

第５条 センター長は，本学の教授のうちから学長が選考する。 

２ センター長は，センターの業務を掌理する。 

３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
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４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（副センター長） 

第６条 副センター長は，本学の教員のうちから選考する。 

２ 副センター長は，センター長を助け，センターの業務を整理する。 

３ 副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （部門長） 

第７条 部門長は，センターの教員のうちから選考する。 

２ 部門長は，部門の業務を掌理する。 

３ 部門長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （副センター長等の選考） 

第８条 副センター長，部門長及び教員の選考は，次条に定める運営委員会の議を経て，学長が行う。 

 （運営委員会） 

第９条 センターに，佐賀大学高等教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項 

 (2) センターの人事に関する事項 

  (3) その他センターの管理運営に関する重要事項 

第１０条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長及び副センター長 

 (2) センターの教員 

 (3) 各学部及び教養教育運営機構から選出された教員 各２人 

２ 前項第３号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 第１項第３号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

第１１条 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。 

第１２条 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開き，議決することができない。 

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによ

る。ただし，教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については，出席した委員の３分の２以上の賛成を

必要とする。 

 （専門委員会） 

第１３条 運営委員会は，専門的事項を審議するために，必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

 （意見の聴取） 

第１４条 運営委員会は，必要に応じて，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第１５条 センター及び運営委員会の事務は，学務部教務課において処理する。 

 （雑則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか，運営委員会の議事の手続その他その運営に関し，必要な事項は，運営
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委員会が別に定める。 

  

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則施行後，最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は，国立大学法人佐賀大学の初代部

局長等の選考に関する規則（平成１６年１月１６日制定）に基づき選出された候補者を第５条及び第８条の規

定により選考されたものとみなし，学長が行うものとする。 

 

  附 則（平成１８年１月２０日改正） 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 
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   佐賀大学高等教育開発センター教員候補者選考内規 

（平成１６年４月１日制定） 

 （趣旨） 

第１条 佐賀大学高等教育開発センターにおける副センター長及び専任教員候補者の選 考は，この内規の定め

るところによる。 

 （副センター長の選考） 

第２条 佐賀大学高等教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は， 次の各号のいずれかに

該当する場合に，副センター長候補者を選考する。 

 (1) 副センター長の任期が満了するとき。 

 (2) 副センター長が辞任を申し出たとき。 

 (3) 副センター長が欠員となったとき。 

２ 副センター長候補者の選考は，前項第１号に該当する場合は，任期満了の日の１月前までに行い，同項第２

号又は第３号に該当する場合は，その事由が生じたときから原則として１月以内に行う。 

３ 運営委員会は，副センター長候補者を選考する必要が生じたときは，センター長に 

 適任者の推薦を依頼する。 

４ 運営委員会は，前項により推薦された者の中から副センター長候補者を選考する。 

５ 選考は，運営委員会出席者の単記無記名投票により，副センター長候補者としての適否を決定し，選考する。 

 （専任教員の選考） 

第３条 運営委員会は，専任教員候補者を選考する必要が生じたときは，教員候補者選考委員会（以下「選考委

員会」という。）を設置するものとする。 

２ 専任教員の募集は，原則として公募とする。 

 （選考委員会） 

第４条 選考委員会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) 各学部及び教養教育運営機構から選出された運営委員会委員から各１人 

２ 選考委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

第５条 委員長は，選考委員会を招集し，その議長となる。 

第６条 選考委員会は，佐賀大学教員選考基準（平成１５年１０月１日制定）に基づき，応募者について調査選

考の上，暫定候補者を定め運営委員会に報告するものとする。 

 （運営委員会の議決） 

第７条 運営委員会は，前条の報告を受けたときは，単記無記名投票により，教員候補者 としての適否を決定

し，選考する。 

 （再公募） 

第８条 前条の方法により教員候補者を得られない場合，運営委員会は，改めて教員候補者を公募するものとす

る。 

 （学長への報告） 

第９条 センター長は，運営委員会において決定した教員候補者について，選考経過を付して学長に報告するも

のとする。 

 （内規の改正） 
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第１０条 この内規の改正は，運営委員会が行う。 

 （雑則） 

第１１条 この内規に定めるもののほか，高等教育開発センターにおける教員候補者の選考に関し，必要な事項

は，運営委員会が定める。 

 

   附 則 

 この内規は，平成１６年４月１日から施行する。   
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  佐賀大学高等教育開発センター副センター長選考規程 

（平成１７年３月１８日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人佐賀大学規則（平成１６年４月１日制定）第３３条第３項及び佐賀大学高等

教育開発センター規則（平成１６年４月１日制定）第８条の規定に基づき，佐賀大学高等教育開発センター（以

下「センター」という。）における副センター長の選考に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （選考） 

第２条 副センター長の選考は，佐賀大学高等教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）の議

に基づき，学長が行う。 

 （副センター長候補者の選定） 

第３条 運営委員会は，次の各号のいずれかに該当する場合に，副センター長候補者を選定する。 

(1) (1)   副センター長の任期が満了するとき。 

(2) (2)   副センター長が辞任を申し出たとき。 

(3) (3)   副センター長が欠員となったとき。 

２ 副センター長候補者の選定は，前項第１号に該当する場合は，任期満了の日の１月前までに行い，同項第２

号又は第３号に該当する場合は，その事由が生じたときから原則として１月以内に行う。 

３ 運営委員会は，副センター長候補者を選定する必要が生じたときは，センター長に適任者の推薦を依頼する。 

４ 運営委員会は，前項により推薦された者のうちから副センター長候補者を選定する。 

５ 選定は，副センター長候補者としての適否を運営委員会出席者の単記無記名投票により行い，決定する。 

 （選考経過の報告） 

第４条 センター長は，運営委員会において副センター長候補者を選定したときは，速やかに学長に報告しなけ

ればならない。 

 （雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，副センター長の選考に関し，疑義が生じたときは，運営委員会が処理す

る。 

  
附 則 

 この規程は，平成１７年３月１８日から施行する。 
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佐賀大学高等教育開発センター教員選考規程 

（平成１７年３月１８日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人佐賀大学教員人事の方針（平成１６年４月１日制定）１の（４）及び佐賀大

学高等教育開発センター規則（平成１６年４月１日制定）第８条の規定に基づき，佐賀大学高等教育開発セン

ター（以下「センター」という。）における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 （教員の選考） 

第２条 教員の選考は，佐賀大学高等教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）の議に基づき，

学長が行う。 

 （教員選考の原則） 

第３条 教員の選考は，センターの理念・目標・将来構想に沿って行う。 

２ 教員の選考は，原則として，公募により行い，適任者が得られるように努力する。 

３ 教員の選考においては，社会人及び外国人の雇用について配慮する。 

（教員候補者の公募等） 

第４条 センター長は，教員を選考する必要があるときは，運営委員会の議を経て，学内外に教員候補者を公募

する。ただし，相応の理由がある場合は，運営委員会の議を経て，公募以外の方法により選考することができ

る。 

 （選考委員会の設置） 

第５条 前条の場合において，センター長は，運営委員会の議を経て，教員候補者選考委員会（以下「選考委員

会」という。）を設置する。 

 （選考委員会の構成員） 

第６条 選考委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) 各学部及び教養教育運営機構から選出された運営委員会委員 各１人 

 (3) センター専任の教員 若干人 

 （選考委員会委員長） 

第７条 選考委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，選考委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

 （選考委員会の議事） 

第８条 選考委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開き，議決をすることができない。 

２ 議事は，出席した委員の３分の２以上の賛成をもって決する。 

３ 選考委員会が必要と認めたときは，選考委員会に委員以外の者を出席させることができる。 

 （暫定候補者の選定） 

第９条 選考委員会は，国立大学法人佐賀大学教員選考基準（平成１６年４月１日制定）に基づき，履歴，研究

業績，社会貢献，国際貢献，教育研究に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに，面接，模擬授業，

講義録等により，教育の能力を具体的に評価し，調査選考の上，暫定候補者１人を定め，運営委員会に報告す

る。 

 （教員候補者の決定） 
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第１０条 運営委員会は，前条の報告を受けたときは，暫定候補者について単記無記名投票を行い，出席した

委員の３分の２以上の賛成を得た者を教員候補者とする。 

 （再選考） 

第１１条 前条の方法により教員候補者を得られない場合，運営委員会は，改めて教員候補者を選考しなければ

ならない。 

（学長への報告） 

第１２条 センター長は，運営委員会において決定した教員候補者について，選考経過を付して学長に報告す

るものとする。 

 （結果等の公表） 

第１３条 センター長は，選考経過及びその結果を応募者のプライバシーに配慮した上で，公表するものとする。 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか，教員の選考に関し，疑義等が生じたときは，運営委員会が処理する。 

  
附 則 

１ この規程は，平成１７年３月１８日から施行する。 

２ この規程施行の際，佐賀大学高等教育開発センター教員候補者選考内規（平成１６年５月２１日制定）に基

づき選考された者は，この規程に基づき選考されたものとみなす。 

３ 佐賀大学高等教育開発センター教員候補者選考内規は，廃止する。 

 

附 則（平成１７年７月２５日改正） 

この規程は，平成１７年７月２５日から施行する。 
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佐賀大学高等教育開発センター客員研究員受入内規 

 

       （平成１８年４月  日制定） 

 （趣旨） 

１ この内規は，学術研究者（受入れについて別に定めのある学術研究者を除く。以下「客 

 員研究員」という。）を佐賀大学高等教育開発センター（以下「センター」という。）に受け入れる場合の取扱

いについて定める。 

 （目的） 

２ この制度は，客員研究員をセンターに受け入れることで，センターの教育研究等の進展に寄与することを目

的とする。 

 （受入基準） 

３ 客員研究員として受け入れることのできる者は，センターの教員と協力してセンターの活動に特に大きな寄

与が期待できると認められる者とする。 

 （名称の付与） 

４ 客員研究員には，佐賀大学高等教育開発センター特任教授，同特任助教授又は特任研究員の名称を付与する

ことができる。 

 （受入期間） 

５ 客員研究員の受入期間は，１年以内とする。ただし，高等教育開発センター長（以下「センター長」という。）

が特に必要があると認めるときは，受入期間を延長することができる。この場合における期間延長の手続きは，

第６項から第７項までの規定を準用する。 

 （受入れの申出） 

６ 客員研究員を受け入れようとする部門の部門長は，客員研究員受入調書にセンターの業務と関連する活動の

状況を示す資料等を添えて，センター長に申し出なければならない。 

 (受入れの承認) 

７ 受入れの承認及び付与する名称の決定は，運営委員会の議に基づき，センター長が行う。 

 （受入れの承認の取消し） 

８ 客員研究員が佐賀大学（以下「本学」という。）の規則等に違反したとき又は本学の運営に重大な支障をもた

らしたときは，センター長は，客員研究員の受入れの承認を取り消すことができる。 

 （設備，施設等の使用） 

９ 客員研究員は，センター長が認める範囲において，施設，設備等を使用することができる。 

 （給与等の支給） 

１０ 客員研究員には，給与その他の費用を支給しない。ただし交通費等の実費を支給することができるものと

する。 

 （学内規則等の準用） 

１１ 客員研究員には，センターの教員に適用される規則等を準用する。 

 （雑則） 

１２ この内規の実施に関し，必要な事項は，運営委員会の議を経て，センター長が別に定める。 

 

   附 則 

 この内規は，平成１８年４月 日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 
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高等教育開発センター客員研究員（特任教授，特任助教授，特任研究員）受入調書 

 

生年月日 

   年  月  日（ 歳） 

（フリガナ） 

氏    名 

（           ） 

  

   男 ・ 女 

 

所属機関等・職名 

 

 

 

 

最終学歴等 

 

 

 

主な職歴 

 

 

 

教育研究等の題目 

 

 

 

教育研究等の期間 

 

 

 

受入れ責任者 

職・氏名 

 

 

 

教育研究等の目的 

 

及び 

 

計画の概要 

 

 

 

備  考 

 

連絡先（現住所等）：                     
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研究活動実績票 

別紙様式①－甲 

【学部・学科等の研究活動の実施状況】 

大学名 佐賀大学 学部・研究科等 高等教育開発センター 

 

 
＜学部・研究科等の概要＞ 
 
本票は、学内共同教育研究施設である高等教育開発センターが作成するものである。この組織は、その成果を教育活動に適用す

ることを目的として、本学の教育に関する調査・研究に取り組んでいる。センターの専任教員は、高等教育を研究対象にしている
専任教員の他、ドイツ文学、社会教育学、教科教育学、被服衛生学の分野に属する教員から構成されている。 
 専任教員6名のうち、新規に採用した2名については専用の研究室を整備し、調査研究に必要なビデオカメラ類、データの解析
に必要な統計パッケージ類を備えている。 
 
 
 
 
 
 

 
 

教授 助教授 講師 助手 

 
 

3 1 2 0

 

      

博士研究員  
 

受託研究員 共同研究員 
JSPS その他 

博士（博士
後期）課程

 0 0 0 0 0
 

 

 

 

 

 

 

 
＜学部・研究科等の研究活動の実施状況＞ 
 
1. センターの専任教員は、研究出版物の発行、学会・シンポジウム等における研究成果の公表、他大学・研究機関との共同研究

に従事し、競争的資金を獲得している。また、研究成果が商品化されたり、教育委員会などの参考資料にされたりするなど、

センターの専任教員は、一定の質を確保した研究活動に取り組んでいる。 

2. また、平成 16 年度には佐賀大学学内 COE 文化教育学部学部長裁量経費による「教員養成機能の高度化に関する調査研究」

を主導し、「教育実習の現状と高度化に関する調査研究」（報告書）を発行している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

併任教員 協力教員 特任研究員

0 0 0
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研究活動実績票 

別紙様式①－乙 

【研究成果一覧】 

大学名 佐賀大学 学部・研究科等 高等教育開発センター 

 

No 氏名 職位 

成
果
番
号

専門分野 研究成果 

 1

データなし 21 正岡三一 教授 ドイツ文学 

3  

上野景三．地方自治制度改革と社会教育行政．日本社会教育学会（編）
講座現代社会教育の理論Ⅰ現代教育改革と社会教育（東洋館出版社）．
2004 年、145-161 頁． 

1

上野景三．現代公民館研究の課題と方法―公民館学への接近．日本公民

館学会年報（創刊号）．2004 年、5-20 頁． 22 上野景三 教授 社会教育学 

3
上野景三．都市公民館の生成と展開．上野景三、恒吉紀寿（編著）岐

路に立つ大都市生涯学習（北樹出版）．2003 年、28-57 頁． 
佐長健司．社会形成教育の開発的研究．兵庫教育大学連合学校教育学研究

科学位論文（博士）．2003年、1－234貢． 1

佐長健司．社会科授業の民主主書論的検討．全国社会科教育学会（編）社

会科研究．第59号、2003年、21～30頁． 23 佐長健司 教授 教科教育学 

3
佐長健司．政治的市民の育成を目的とする社会科の授業構成一中等後期単

元「論争問題としての憲法」の場合－．佐賀大学文化教育学部研究論文集．

第9集第1号、2004年、267～297貢． 
甲斐今日子、彌富美奈子、榎本雅穂．アクリルたわしの洗浄性と衛生性．

日本家政学会誌．第52巻第7号、2001年、641-646頁． 1
河村佳枝、甲斐今日子、小出恵美．洗浄不要食器洗いスポンジの試作とそ
の洗浄力評価．佐賀大学文化教育学部研究論文集．第7集第2号、2003年、
151-156頁． 

24 甲斐今日子 助教授 被服衛生学 

3
甲斐今日子．衣生活の情報．奥村美代子、赤星礼子（編）生活経営学（九

州大学出版会）．2004年、123-132頁． 
宮腰英一、若林直樹、梶間みどり．英国における官民連携による学校経営
改革支援政策の特質．日本教育行政学会年報（第30号）．2004年、171-183
頁． 

1

梶間みどり．イギリスにおける学校理事会制度．日本教育行政学会第39回

大会．帝京大学、2004年10月． 25 梶間みどり 講師 教育行政学 

3 該当なし 

村山詩帆．高校入学者選抜の多様化による進路決定への批判・責任問題の
処理―論点の整理と分析視角の導出―．青少年育成研究．第4号、2004年、
67－76頁． 

1

村山詩帆．シンポジウム趣旨説明と会員アンケート結果紹介―旧くて新しい
課題としての大学教育の成果―．日本高等教育学会第8回大会．九州大学、
平成17年5月． 

26 村山詩帆 講師 教育社会学 

3
村山詩帆．教育達成過程におけるパーソナリティ特性の形成．青少年育成

研究．第5号、2005年、39－48頁． 
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研究活動実績票 

別紙様式② 

【研究成果の質】 

大学名 佐賀大学 学部・研究科等 高等教育開発センター 

 

 
1. 上野景三（No.2）の成果１は、学会設立50周年を記念して刊行されたものであり、成果３は同学会紀要の書評欄に取り上

げられている。成果２についても、学会年報刊行に際し、巻頭論文として依頼されたものである。 

 

2. 佐長健司（No.3）の成果 1 は、博士の学位を取得した論文である。成果 2 は審査委員会の査読を受け、全国規模の学会誌

に掲載された。成果3は学会シンポジウムに発表者として招聘され発表したものである。 

 

3. 甲斐今日子（No.4）の成果１が評価され、受託研究費（旭化成）を獲得し、成果２をもたらした。 

 

 

4. 梶間みどり（No.5）の成果１は、執筆代表者が学会大会の課題研究で取り上げられ、成果２については2005年度から導入

された地域運営学校（コミュニティースクール）における学校運営協議会のモデルとして、実践校および実践自治体から注

目された。 

 

4. 村山詩帆（No.6）の成果２は、科学研究補助金（基盤A）「企業・卒業生による大学教育の成果の点検・評価に関する日欧

比較研究」（代表：吉本圭一・九州大学）の研究分担者として取り組んだ研究活動の一部を報告したものであり、独立行政

法人 大学評価・学位授与機構 大学の諸活動に関する測定指標調査研究会『大学の諸活動に関する測定指標の調査研究（報

告書）』において引用された。 
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研究活動実績票 

別紙様式③ 

【研究成果の社会・経済・文化的な貢献】 

大学名 佐賀大学 学部・研究科等 高等教育開発センター 

 

  
1. 上野景三（No.2）の成果２は、その内容が認められ、上海・社区教育フォーラム（創建学習型社区教育国際論壇 平成

16 年 11 月）において報告の機会を与えられている。 

 

2. 甲斐今日子（No.4）の成果１は、環境保全のための商品開発に繋がったものである。また、研究活動の成果である洗剤不要

のアクリルスポンジが商品化し、現在も好調な売れ行きを示している。その後さらに、研究費を獲得するに至った。 

 

3. 梶間みどり（No.5）の成果１は、足立区など学校経営支援を改革課題にしている教育委員会において、論文の内容が注目さ

れ、検討資料にされている。また、成果２についても、東京都足立区、杉並区などの地域運営学校の検討の際の参考資料と

して検討された。 
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アンケート 

 

高等教育開発センターの自己点検・評価活動の一環として、「佐賀大学高等教育開発センター・自己点検評価ア

ンケート」を実施した。以下に、アンケートの対象、実施時期、回収状況を示す。 

 

対  象 大学教育委員会委員（前・現）、センター運営委員会（前・現） 

平成18年6月 実施時期 

回収状況 配票数＝63、回収数＝17、回収率＝27％ 
 

なお、アンケートの質問項目に対する回答の分布は、以下の通りである。図中の「DK／NA」は「Don’t Know」、

「No Answer」を意味する。 
 

1. センターの活動をご存知ですか。 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

知
っ
て
い

る

や
や

知
っ
て
い

る

ど
ち
ら
で
も
な

い

あ
ま

り
知

ら
な
い

知
ら
な
い

DK/
NA

合
計

 

 

2. センターの教員構成は、適切だと思いますか。 
平成16・17年度               平成18年度～ 

0
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センターの教員構成に問題があるとすれば、どのような点ですか。 

教員構成よりも活動実績でしょう。きちんと実績をだしてから、その後の構成を考えるべき。成果のあがっていない組織

の構成を考えるほど余裕のある佐賀大学ではない。 

分野の偏り 

専任教員の不足 

センター開設後、あまり期間が経過していないのに、教員の交代が行われた理由、背景を明確にしておく必要がある。

それが明らかでないので、構成が適切かどうかの判断ができない。 

定員が多すぎる 

設立目的を知らないので、分からない。また、専任教員（配置換による）が4名から2名に減少した理由も知らないので、

判断できない。 

教員数ではなく、高等教育についてのさまざまな Know How をもっている人材をそろえること 

医学部委員です。特に医学部との関連が良くわからないので設立の意義を充分には理解しておりません。 

学内へのアピールも十分でない 

本来ならば、認証評価に適応できるような実績を上げるシステムを平成17 年度以前に完成しておくべきで、その期間に

十分な人員を配置すべきだった。システムが出来上がれば、人員を削減しても良い。 

専任教員が少ない 

全学のセンターなので各学部からの教員が参加すべきである。ただし、形骸化してしまって単なる委員会となることは

避ける必要がある。 

センターの教員構成については、活動内容とリンクするため、評価（構成の適切さの評価）できませんでした。構成員の

方たちの意見を是非聞きたいと思います。また、専任教員（配置換による）と併任教員との事実上の違いや、活動上のメ

リットについて、今後評価（短期と長期）していただけたらと思います。 

現在の構成でさほど問題はないように感じる 

教員構成に問題があるとは思わないが、教員を補佐（補助）する実働部隊がいないことが問題と思う。学長裁量経費で

書く部門に 1 名のアルバイトを雇い、事務及びデータ整理などをしてもらわないとセンターとして実働できないと思う。 

異なる専門分野の教員を集めた方が良いのでは。 

 

 

3. センターの活動についての評価をお聞かせ下さい。 
高く評価できる点              評価できない点 
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高く評価できる点 評価できない点 

活動はある程度なにかはしている。 活動していることが、実際の教育活動に反映されている

とは思えない。 

目的が良く見えない 積極的な FD セミナー等の企画、実施 

現状のような活動が、大学教育の向上に役立つとは到

底思えない。 

FD、SD、GPA、GP などのカタカナ語について全学的にと

りくもうとしていること。また、学部卒業生について追跡調

査するという企画も評価できよう。 

FD 活動のイニシアチブをとって然るべきであるが、講演

会開催の通知程度で全学的に有効な活動が行われてい

るかが疑問である。それが全学的にも活動が認知され

ていないことになっているのでは？ 

また長期的な活動のビジョンがあるのかも疑問である。

年度が始まってから併任教員を追加するなど、場当たり

的な印象は否めない。 

ユニークかつ定期的なFD・SD活動を実施していること及

び機関紙の発行。 

教育面の指導など今ひとつ全学的な影響、活動が見え

ない。 

大学での教育活動を改善すべく、教員や学生の意見を

調査していること。 

調査は行っているがその結果が反映されていないこと。

効果的でない活動が多い。FD・SD フォーラムも形式を変

えるなりしないと形式的なものになってしまう。 

ネット授業など、特色のある教育に取り組んでいる点 組織の立上げ当初は大変だっと思います。そういう中で

も専任教員の方たちが活動されている様子を学内情報

で知ることができました。運営委員であったため学内情

報として察知していましたが、全学の教員から見るとや

はり印象が薄いのではと思います。今後は、内容によっ

ては、大学全体を巻き込む必要がでてくるかと思いま

す。そういうときに突然出てきたように感じられないよう、

広報活動（News Letter を HP に PDF ファイルで掲載す

る、HP の充実等）にも力を入れて欲しいと思います。 

FD に関する調査・研究を積極的に行っている点 授業評価アンケートの分析や実際の改善策等について

積極的な役割をして欲しい。 

活動の内容が全学的にあまり知られていないように思

われる点 

これまでの活動を知りませんので評価はできません。今

後の活動に期待します。 

佐賀大学の教育におけるシンクタンクとはなっていない

のでは。 
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4. 今後、センターにどのような活動を期待しますか。 
何のためにあるのかをもう一度再確認すべき。そもそも必要な組織かどうかも考えるべきであろう。 

教務関係の他のセンター、機構に統合すべき 

しっかりとした教育理論にもとづいて、実践に役立つような教育活動について、各学部の教員に情報支援すること。

当初から期待されたことだと思います。流行りや誰かの指示によって左右されることなく、教育そのものに役立つよう

な、教育現場を支援するような活動が期待されます。期待します。 

教育の評価、教育方法の開発など現在医学部で問題になっている教育法略に関してのFDを含めた教育、セミナーを

おこなっていただければ大変ありがたい。 

高等教育としてのあり方などこれからも積極的に助言、指導してほしい。 

教員、学生および事務職員に働きかけて大学教育の質を向上させること。その際の中心的な役目を担う機関にすべ

きである。学部の下請的仕事に振り回されるのは気の毒である。 

センターの役割については十分理解していないので場違いな意見でしたらすみません。センターの役割と大学全体

の課題が一部だぶっているため複雑な印象を受けます。大学の課題の一つに、教養教育や専門教育を充実させ、更

に佐賀大学の教育を広報することがあります。センター、委員会（教育、FD 等）、担当部署（教務、広報等）、それぞれ

が持つ問題意識をどのように解決へ導いていくか（プラスへ転向させる）が必要です。そうなると、大学のリーダーシ

ップと組織の連携が大きく影響を及ぼします。役割に応じたセンターの独立性と権限も必要と思います（現行がどうな

っているのか、問題があるのかは分かりません）。 

教授法の評価や開発、ネット講義を含めた教材の開発、自主編集テキストの出版の協力。 

全学的な FD 活動を「主導」してほしい。 

最近、入学制の学力レベルに格差があるように思います。そこで、授業についていけない学生へのフォロー、高校か

ら大学への”つなぎ教育”、学生のマナー教育（最近、特にマナーを知らない学生が多く、これも教育の一貫と考えま

す）などです。 

大学教育を先導する役割を担う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































































































































平成１９年１月２２日 

 

佐賀大学長 様 

 

高等教育開発センター長 

野 瀬 昭 博 

（公印省略） 

 

高等教育開発センターの自己点検評価に関する学外者検証報告書 

 

 平成１８年度に実施した高等教育開発センターの自己点検・評価に関して、「国立大学法

人佐賀大学大学評価の実施に関する規則第３条第２項」により、評価の手法（資料１）、評

価の基準及び評価の妥当性について、学外者による検証を実施したので、下記の通り、結

果を報告します。 

 

記 

 

学外検証者 佐古宣道氏（九州共立大学学長） 

訪問調査日 平成１８年１２月１８日（月） 

 

検証結果の概要 

（１）評価の手法 適切であるとの検証結果であった。（資料２） 

（２）評価の基準 改善意見があった。（資料２） 

（３）評価の妥当性 改善事項の指摘があり（資料３）、対応の方針を決めた（資料４）。 

（４）その他 訪問調査の際に、質問された事項（資料５）があり、センター長から回答

した（資料６）。 

 

資料 

１ 自己点検・評価の手法 

２ 検証結果報告書（検証者作成） 

３ 改善要望事項（検証者作成） 

４ 改善要望事項への対応 

５ 照会事項（検証者作成） 

６ 照会事項に対する回答 



     （資料１） 
 

高等教育開発センターの自己点検・評価の手法 

 

１．自己点検・評価の方針 

 

 センターは教員会議において、以下のような自己点検・評価の方針を定めた。 

 

１－１ 実施組織 

 

自己点検・評価は、センター長が実施する。 

 

１－２ 対応方針 

 

（１）認証評価根拠資料作成を念頭に、自己点検評価及び外部評価に対する準備を行う。 

（２）評価については、センター独自の観点を設ける。 

（３）評価対象期間は、平成１６～１７年度とする。ただし、実施が確定している事項は、

平成１８年度以降であっても言及する。 

 

２．情報収集 

 

 図１のような流れで情報を収集した。各教員に対して報告書の様式（添付資料１－省略）

を配布し、提出を求めた。また、学生アンケートは、全学的に実施されたので、そのデー

タを利用した。教員及び卒業予定学生を対象としたアンケートも予定されているが、自己

点検・評価を実施した時点では利用できなかった。 

 今回は、特にセンターの位置づけ等についての学内の認識が問題となっていたので、大

学教育委員会の委員等を対象とするアンケートを実施した。 

 

３．分析及び評価 

 

 分析及び評価は、センター長が作成した案に基づき、教員会議の議を経てセンター長が

行った。その際、認証評価の基準に準拠するように努めた。 

 



 

教員個人 

センター長 

大学教育委員会 

高等教育開発センター 

学生（３年生） 

個人活動実績報告書 

アンケート回答 

アンケート結果報告書 

担当理事 

自己点検・評価報告書

大学教育委員 

センター運営委員

アンケート回答

 
図１ 情報の収集 

 

 







（資料４） 

 
改善要望事項への対応 

 

１．２年任期の専任教員が活動に専念できる体制に向けて改善すべきであるとのご指摘は

もっともである。しかし、センターだけではいかんともしがたい事情があるので、たとえ

ば非常勤講師によって教育負担を軽減するなどの措置により、センターの教員が業務に集

中できる仕組みなどを検討する。 

 

２．センターの現状を学内外への周知する必要性を指摘されたので、センターの活動を目

に見える形にするように一層の努力したい。これは単に広報活動を行うということではな

く、大学教育委員会との連携を強化する中で、センターの役割を明確にしていくことを含

む。学外への広報活動については、今後の検討課題としたい。 

 

３．学生対象アンケートなどの調査報告書の有効活用については、センターとしても重要

な課題であると認識している。実際に教育活動を改善するのは、学部などの教員組織であ

るから、大学教育委員会での審議やＦＤ活動を通じて、アンケート結果に基づく提言や問

題点の指摘などに取り組む予定である。 





（資料６） 

 

1．資料3 の 35 ページから 36 ページに示されている別添資料のいくつかが

見当たりませんが・・・ （→指摘箇所等の修正資料） 

 

～～～～～～～～～～～～ 

10. 部門別活動 

 

10－1 教養教育部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

教養教育部門の専任教員2名は、教養教育運営機構協議会および教養教育運営機構教務委員会に出席した（２－１－⑦の資料B参

照）。 

第4回FD・SDフォーラムの授業改善学生会議から得られた知見をまとめ、「持って来んしゃい授業改善案：授業改善学生会議報告

書」を作成した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

大学教育年報を編集し、発行した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 教務関係委員を対象とした「教育改善の基本方針に関するアンケート」（別添資料９－２－②－２参照）（別添資料６－２－②－１

参照）【97ｐ】の集計結果をまとめ、「授業改善のアイデア」を発行した（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教養教育に対象を限定した調査・企画がないため、センター規則に掲げられた教養教育部門の業務と、部門の活動内容が必ずしも

一致していないが、教養教育を含めた授業改善案を提示している。 

 

 

10－2 企画開発部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

 教員養成改革フォーラムの企画にあたって中心的な役割を担当し、教員養成改革フォーラム報告書にまとめた（別添資料９－１－

①－２及び別添資料９－１－①－３参照）。 【106ｐ】 

 平成17年度の「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成GP）に申請した（別添資料１０－２－１参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 部門の活動が教員養成を扱ったものに偏っているが、教員養成の企画・立案を行い、その結果 GP の申請に到達している点は評価

できる。 

 

 

 

http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html
http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html
http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Publications.html


10－3 教育評価・教育支援部門活動報告 

 

（観点に係る状況） 

 高度教員養成コア・カリキュラム（案）を作成し、教育実習の調査を実施すると同時に、実習の高度化を部分的に試行した（別添

資料１０－３－１参照）。 

FD・SDフォーラムの講師として、授業の構造を把握するための枠組みおよびカリキュラムの枠組みについて報告し、意見交換を

行った（http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html参照）。 

文化教育学部および経済学部で開催されたFD講演会の講師として、授業改善のための事例報告を行った（別添資料１０－３－２参

照）。 

大学教育委員会 FD 専門委員会と連携し、学生による授業評価データを分析可能なものに再構成すると共に、時系列的な分析を行っ

た（別添資料９６－１－①－２参照）【70ｐ】。 

広島大学高等教育研究開発センターと連携して、1 年生および 4 年生（医学部は 6 年生）を対象とした「大学生の教育・学習経験

に関する調査」をWeb上で実施し、計135名の回答を得た（別添資料９－１－①－５参照）（別添資料６－２－②－１参照）【80Ｐ】。 

九州大学大学院教育組織社会学研究室および佐賀大学同窓会と連携して、「卒業生のキャリアと大学教育の評価に関する日欧調査」

を実施し、文化教育学部の卒業生39名、経済学部の卒業生27名の回答に基づき、本学の教育に関する意見を収集した（別添資料９

－１－③－１及び別添資料９－１－③－２参照）（別添資料６－１－③－１及び別添資料６－１－③－２参照）【91～92ｐ】。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

センター規則に記載された教育支援・教育評価部門の業務の内、(1) 教育方法の調査及び分析に関すること、(3) 国内外の教育シス

テムの調査研究と成果の利用に関すること、の2点について取り組んでいる。ただし、(2) ファカルティ・ディベロップメント（FD）

の実施及びその成果を利用した教育支援に関すること、(4) 教育評価法の開発と適用に関すること、(5) その他大学教育に関する教育

支援・教育評価に必要な事項については、十分な取り組みができていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crdhe.saga-u.ac.jp/Record%20of%20Activities.html


 

2.教育先導大学内に設置されているセンターでの研究成果を関係部局の教育改善に

早急に反映させる仕組みについては今後どのように考えているのか聞かせていただき

たい。 

 
対応 1：センターの各部門を「企画開発」、「修学支援」、「教育支援」に再編すると共に、各部門長が大学教育委

員会およびその下位組織である専門委員会に委員として参加する体制を整え、連携を強化した。 

 

対応 2：GP シーズ開拓を目的として、募集要項および審査要項を作成し、学内から 22 件の応募を得た。その内

11件を採択し、計6,000千円を配分した。さらに、現在までの実績から、今後ＧＰ申請の可能性のあるＧＰ等事

業計画6件を選定し、うち4件に、計4,000千円を配分した。 

センター長他1名が、ＧＰシーズ情報提供のためGP推進委員会委員となり、同委員会との連携を強化した。 

 

対応3：併任教員（文化教育学部、理工学部、医学部から各1名）、客員研究員（1名）を配置した。協力教員に

関する内規を制定した。 

 

問題点：専任教員がセンター業務（研究）に専念できる環境にない． 

学部業務との掛け持ち 

 

 

 

3.報告書の 55 ページからのアンケート調査結果に多様な意見が出され ているが、こ

れに対するセンター側のご意見を承りたい。 
 

原因の大半：設立の経緯 

38ページセンター規則（旧）第3条 教養教育部門，企画開発部門，教育支援・教育評価部門を設置⇒実質は教

員学部における教員養成プログラム検討に専念 

 

対応：最もな意見が多い．センター全学認知が緊急の課題⇒指摘2－対応1）として全学認知に向けた取り組みを

している． 

 

教育改革のシンクタンク機能が期待されている． 

系統的なFD活動：講演型 ⇒ 演習型へ 
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